
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
共
同
体

－
山
梨
県
内
市
町
村
史
に
お
け
る
恩
賜
林
記
述
を
め
ぐ
っ
て

南
　
都

奈
緒
子
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【
要
約
】
自
治
体
表
の
序
文
に
は
、
住
民
を
共
同
体
の
成
員
へ
と
組
み
入
れ
る
意
図
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
。
過
去
の
共
有
に
よ
り
成
立
す
る
「
記

憶
の
共
同
体
」
が
こ
こ
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
自
治
体
史
は
住
民
の
共
同
性
を
支
え
る
メ
デ
ィ
ア
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
山
梨
県
の
「
恩
賜
林
」
は
、
小
物
成
地
か
ら
官
有
地
、
御
料
地
、
県
有
地
へ
と
、
明
治
期
に
所
有
を
転
々
と
し
た
林
野
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
れ
に
関
す

る
市
町
村
史
の
歴
史
叙
述
を
事
例
と
し
、
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
も
つ
共
同
体
構
築
志
向
の
内
実
を
検
討
し
た
。
二
つ
の
事
例
地
域
か
ら
は
、
「
記

憶
の
共
同
体
」
の
設
定
に
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
全
県
の
市
町
村
史
か
ら
は
、
実
質
的
な
「
記
憶
の
共

同
体
」
が
市
町
村
の
領
域
よ
り
も
小
さ
い
も
の
、
市
町
村
の
領
域
と
～
致
す
る
も
の
、
金
県
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
も
の
の
三
類
型
が
得
ら
れ
、
本
文
中
の

歴
史
叙
述
に
注
目
す
る
と
き
、
自
治
体
史
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
「
記
憶
の
共
同
体
」
は
自
治
体
の
領
域
に
必
ず
し
も
」
致
し
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
〇
巻
六
号
　
二
〇
〇
七
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
自
治
体
史
と
は
「
県
史
・
市
史
・
町
史
・
村
史
な
ど
地
方
自
治
体
に
よ
り
刊
行
さ
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
領
域
に
つ
い
て
の
歴
史
」
で

あ
る
。
一
九
六
・
年
代
以
降
日
本
各
地
で
は
自
治
体
史
を
刊
行
す
る
・
と
が
一
種
の
ブ
去
と
な
・
た
。
そ
れ
ら
は
、
現
奪
は
膨
大
な
蓄
鯛

積
量
と
な
っ
て
い
る
。
自
治
体
史
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
研
究
と
叙
述
の
方
法
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
何
度
　
9
5



も
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
研
究
方
法
の
拡
大
や
深
化
、
史
料
の
保
存
と
活
用
な
ど
が
重
要
な
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
ほ
か
に
多
数
見
ら
れ
る
の
は
「
ロ
ー
カ
ル
で
あ
る
こ
と
」
の
意
味
に
関
わ
る
地
域
論
や
空
間
論
で
あ
る
。

　
戦
前
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
「
郷
土
史
」
は
、
～
九
一
〇
年
、
新
渡
戸
稲
造
・
柳
田
国
男
ら
の
郷
土
会
の
郷
土
碕
究
に
始
ま
る
。
郷
土
へ
の

愛
情
と
～
体
性
を
前
提
と
し
、
郷
土
の
特
色
を
歴
史
に
も
と
め
て
、
継
承
す
べ
き
伝
統
を
共
同
体
の
成
員
自
ら
が
探
求
す
る
多
様
な
郷
土
史
が

生
ま
れ
た
が
、
中
に
は
郷
党
史
観
に
支
え
ら
れ
た
皇
国
史
観
も
多
く
見
ら
れ
た
。

　
戦
後
は
そ
の
克
服
が
目
指
さ
れ
、
一
九
五
〇
年
に
設
立
さ
れ
た
地
方
史
研
究
協
議
会
を
中
心
に
、
「
地
方
史
」
と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
地
縁
的
な
共
同
体
を
客
体
化
し
、
共
同
体
成
員
以
外
の
も
の
に
よ
る
研
究
を
も
含
め
て
、
そ
の
歴
史
を
検
討
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
②

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
そ
の
後
、
地
方
史
が
と
も
す
れ
ば
中
央
で
の
国
史
研
究
の
問
題
関
心
に
追
随
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
や
、
対
象
地
域
を
中
央
に
従
属

的
な
も
の
と
し
て
認
識
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
へ
の
反
省
か
ら
「
地
域
史
」
が
提
唱
さ
れ
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
普
及
し
た
。
こ
れ
は
中
央
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
④

地
方
と
の
序
列
関
係
を
転
換
し
た
も
の
で
、
例
え
ば
小
山
や
内
藤
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
や
中
央
の
国
家
権
力
に
よ
り
地
域
が
「
地
方
化
」
さ
れ

て
鳴
く
時
代
に
あ
っ
て
、
地
域
か
ら
中
央
を
逆
照
射
す
る
視
座
を
も
つ
こ
と
や
、
地
域
課
題
に
向
き
合
う
こ
と
な
ど
を
説
く
。
地
域
史
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
住
民
運
動
の
高
揚
の
も
と
で
住
民
の
主
体
性
と
地
域
の
独
自
性
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
姿
蒙
強
く
見
ら
れ
爾
・
自
治
体
史
編
纂

の
際
も
、
従
来
の
よ
う
に
資
料
提
供
者
と
し
て
関
わ
る
だ
け
で
な
く
、
住
民
自
身
の
手
で
地
域
の
歴
史
を
掘
り
起
こ
し
ま
と
め
て
い
く
「
市
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

に
よ
る
市
史
づ
く
り
」
が
理
想
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
地
域
」
に
注
目
し
た
歴
史
学
か
ら
は
、
地
域
の
中
で
国
家
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
方
向
だ
け
で
な
く
、
「
地
域
」
概
念
そ
の
も
の
を
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
、
分
析
対
象
と
す
る
「
空
間
史
」
と
し
て
の
方
向
も
生
じ
た
。
自
治
体
史
に
関
連
し
た
議
論
で
は
、
ま
ず
地
域
の
外
枠
に
つ
い
て
蔵
持
は
、

「
地
域
」
と
は
本
来
歴
史
を
叙
述
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
範
囲
で
は
な
く
、
空
間
に
お
い
て
歴
史
の
像
を
捉
え
る
た
め
に
そ
の
広
が
り
・
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

層
性
そ
の
も
の
が
析
出
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
藪
田
は
、
均
質
地
域
・
類
型
地
域
だ
け
で
な
く
結
節
地
域
や
重
層
的
地
域
構
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成
も
把
握
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
や
、
歴
史
的
領
域
と
制
度
的
地
域
の
問
の
ず
れ
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
地
域
把
握
の
諸
問
題

　
　
　
　
　
　
　
⑩

を
指
摘
す
る
。
田
村
も
、
多
く
の
市
町
村
史
は
現
在
の
行
政
区
画
の
内
部
だ
け
で
な
く
、
歴
史
的
に
実
在
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
の
地
域
、

市
場
圏
・
商
圏
・
交
易
圏
・
婚
姻
圏
な
ど
、
地
域
の
有
機
的
結
合
へ
の
関
心
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。

　
さ
ら
に
、
地
域
内
部
の
把
握
に
つ
い
て
、
市
町
村
は
地
域
住
民
と
密
着
し
て
い
る
が
故
に
、
地
域
住
民
の
利
害
と
感
情
に
逆
ら
う
問
題
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑫

し
て
は
、
せ
い
ぜ
い
軽
く
触
れ
る
程
度
に
し
か
扱
え
な
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
。
丸
浜
は
関
東
大
震
災
時
に
地
域
内
で
起
き
た
は
ず
の
朝
鮮

人
殺
害
事
件
が
、
東
京
東
部
の
自
治
体
史
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
ま
た
、
自
治
体
史
で
は
自
治
体
内
に
含

ま
れ
る
性
質
の
異
な
る
複
数
の
小
地
域
を
ま
ん
べ
ん
な
く
対
象
と
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
が
、
行
政
区
域
内
に
被
差
別
部
落
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

自
治
体
で
は
、
種
々
の
理
由
か
ら
部
落
史
が
欠
落
し
て
い
た
り
、
不
十
分
な
記
述
し
か
な
い
場
合
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
そ
し
て
、
地
域
の
外
枠
設
定
と
内
部
の
把
握
の
問
題
と
が
組
み
合
わ
さ
る
と
、
次
の
指
摘
の
よ
う
に
な
る
。
成
田
に
よ
れ
ば
、
通
史
形
態
の

歴
史
叙
述
に
は
空
語
内
部
の
分
裂
や
亀
裂
の
存
在
、
重
層
的
な
空
間
の
存
在
を
指
摘
せ
ず
に
空
間
を
均
｝
的
に
面
癖
す
る
傾
向
や
、
い
く
つ
も

の
外
部
の
文
化
圏
が
中
心
的
空
虚
に
包
摂
さ
れ
る
過
程
と
し
て
描
く
傾
向
が
あ
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
叙
述
は
、
例
え
ば
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
に
お
い
て
は
、
始
点
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
～
毒
し
た
連
続
性
を
も
つ
と
い
う
「
日
本
」
と
「
日
本
人
」
を
、
虚
構
で
は
あ
る
が
歴
史

の
主
体
と
し
て
抽
出
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
現
在
ま
で
続
く
歴
史
的
に
安
定
し
た
領
域
と
、
そ
こ
に
代
々
根
付
い
て
き
た
共
同
体
の
連
続
性

が
仮
構
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
空
間
史
」
と
し
て
の
地
域
史
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
叙
述
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
「
国
民
国
家
」
を
批
判
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
近
年
で
は
一
国
史
・
自
国
史
の
稲
対
化
か
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
普
遍
性
を
も
っ
て
認
識
さ
れ
る
新
し
い
世
界
史
へ
と

　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

つ
な
げ
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
歴
史
学
研
究
に
お
け
る
地
域
論
・
空
間
論
の
流
れ
か
ら
は
外
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
と
関
連
し
て
、
ベ
ラ
ー
は
共
同
体
が
自
ら
の
過
去

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
「
記
憶
の
共
同
体
」
と
表
現
し
た
。
ま
た
城
に
よ
れ
ば
、
時
間
的
・
空
間
的
に
範
囲
を
拡
大

し
た
集
団
に
、
個
人
が
共
同
性
の
感
覚
を
持
つ
た
め
に
必
要
と
な
る
の
が
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
共
通
す
る
経
験
の
「
記
憶
」
で
あ
る
と
い
う
。
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し
か
し
、
近
代
社
会
で
は
先
祖
の
生
き
た
時
代
と
連
続
性
を
感
じ
る
自
然
な
記
憶
を
生
き
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
そ
の
代
わ
り
に
共
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

体
の
記
憶
を
思
い
起
こ
す
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
「
記
憶
の
場
」
が
登
場
し
た
と
ま
と
め
て
い
る
。
藤
井
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
自
治

体
史
を
「
記
憶
の
場
」
と
捉
え
、
そ
こ
で
個
人
の
記
憶
が
集
団
で
共
有
可
能
な
も
の
と
な
る
こ
と
に
よ
り
、
自
治
体
住
民
が
「
記
憶
の
共
同

体
」
と
し
て
立
ち
上
げ
ら
れ
る
と
論
じ
た
。

　
事
実
、
以
下
に
挙
げ
る
の
と
よ
く
似
た
論
調
の
序
文
が
、
金
国
各
地
の
自
治
体
史
に
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
静
岡
県
三
ケ
日
町
の
『
三
ケ
日

　
⑲

町
史
』
に
は
、
町
長
が
次
の
よ
う
な
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。

　
　
現
在
の
三
ケ
日
町
の
目
覚
し
い
発
展
、
繁
栄
の
基
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
恵
ま
れ
た
自
然
環
境
と
、
そ
れ
を
舞
台
と
し
て
真
剣
に
生
活
を
し
努
力

　
　
を
さ
れ
て
き
た
大
昔
か
ら
現
在
に
至
る
無
数
の
町
民
の
皆
様
の
お
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。
私
ど
も
現
在
の
三
ケ
日
町
民
は
そ
う
し
た
先
人
の

　
　
御
努
力
に
対
し
、
い
よ
い
よ
敬
慕
の
念
を
深
く
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
志
を
つ
い
で
益
々
三
ケ
日
町
の
発
展
に
尽
力
し
な
け
れ
ば
ば
ら
な
い
と
存
じ
ま
す
。

　
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
現
在
の
自
治
体
住
民
は
そ
の
地
で
暮
ら
し
て
き
た
無
数
の
人
々
に
連
な
る
共
同
体
に
加
え
ら
れ
る
。

そ
の
自
覚
を
自
治
体
の
現
在
と
将
来
を
支
え
て
い
く
力
に
し
ょ
う
と
す
る
自
治
体
側
の
志
向
を
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

千
葉
県
印
旛
村
の
噸
印
旛
村
誌
』
序
文
に
は
、
村
誌
が
「
原
始
よ
り
古
代
・
中
世
・
近
世
ま
で
の
本
村
の
歴
史
的
概
要
を
把
握
す
る
に
十
分
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

あ
り
、
村
昆
の
歴
史
教
科
書
」
で
あ
る
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
住
民
全
員
に
読
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
も
、
全
世
帯
主
の
名
前
を

巻
末
に
載
せ
る
も
の
や
、
全
戸
に
配
布
さ
れ
る
も
の
な
ど
も
あ
り
、
自
治
体
史
の
共
同
体
構
築
志
向
は
強
い
。

　
し
か
し
、
市
町
村
の
空
間
領
域
は
所
与
の
も
の
で
は
な
く
、
近
現
代
に
数
度
の
編
成
を
経
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
中
に
は

複
数
の
歴
史
的
領
域
が
含
ま
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
そ
の
た
め
自
治
体
史
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
共
同
体
の
範
囲
が
、
藤
井
の
言
う

よ
う
に
現
在
の
市
町
村
の
空
間
領
域
と
過
不
足
な
く
一
致
す
る
か
ど
う
か
や
、
自
治
体
史
本
文
に
お
け
る
「
先
人
」
た
ち
の
歴
史
が
、
序
文
で

意
図
す
る
よ
う
に
現
代
の
自
治
体
住
民
の
共
同
性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
本
稿
は
自
治
体
史
本
文
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
「
記
憶
の
共
同
体
」
を
、
地
域
・
空
間
の
面
か
ら
再
検
討
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す
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
の
読
者
が
ど
の
よ
う
な
「
記
憶
の
共
同
体
」
を
想
起
す
る
か
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
特
に
歴
史
を
叙
述
す
る
際
の
主

語
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
て
自
治
体
史
の
読
み
取
り
を
行
な
う
。
そ
し
て
、
序
文
で
～
般
的
に
示
さ
れ
る
主
語
で
あ
る
「
わ
た

し
た
ち
」
1
1
市
町
村
住
民
と
、
本
文
中
に
お
け
る
主
語
と
の
～
致
・
不
一
致
を
検
討
し
た
い
。
執
筆
者
へ
の
注
目
か
ら
進
め
る
方
法
も
あ
ろ
う

が
、
自
治
体
史
で
は
個
々
の
論
文
と
は
異
な
り
執
筆
者
が
前
面
に
出
て
こ
な
い
。
中
に
は
執
筆
担
当
者
が
ま
っ
た
く
示
さ
れ
な
い
も
の
も
あ
る

し
、
一
般
の
読
者
も
執
筆
者
が
誰
で
あ
る
か
に
注
目
し
て
読
む
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
執
筆
者
に
関
し
て
は
必
要
な
部
分
で
触
れ

る
に
と
ど
め
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
事
例
に
は
、
山
梨
県
内
の
市
町
村
史
に
描
か
れ
る
、
地
元
の
入
会
山
を
め
ぐ
る
明
治
期
の
出
来
事
を
選
ん
だ
。
安
孫
子
は
明
治
初
期
の
地
方

制
度
や
新
町
村
の
設
定
、
明
治
宋
期
の
神
社
統
合
や
部
落
有
財
産
統
一
を
、
自
治
体
と
し
て
の
統
～
意
識
に
危
機
を
も
た
ら
す
出
来
事
の
例
と

し
て
挙
げ
、
自
治
体
量
が
そ
れ
ら
を
ど
う
評
価
し
叙
述
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
へ
の
注
目
を
促
し
て
い
る
。
近
代
に
お
け
る
入
会
山
の
変
容
も

こ
れ
ら
と
よ
く
似
た
性
格
を
も
ち
、
旧
来
か
ら
の
共
同
体
意
識
と
自
治
体
の
統
一
意
識
と
が
衝
突
し
か
ね
な
い
出
来
事
と
い
え
る
。

　
以
下
、
第
～
章
で
は
分
析
対
象
と
す
る
山
梨
県
の
市
町
村
史
と
、
事
例
で
あ
る
恩
賜
林
の
歴
史
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
、
第
二
章
で
は
県
内

市
町
村
史
全
般
に
見
ら
れ
る
恩
賜
林
記
述
の
傾
向
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
挙
げ
る
。
第
三
章
で
は
県
内
の
一
一
つ
の

地
域
に
つ
い
て
、
地
域
内
の
構
成
と
市
町
村
史
の
恩
賜
林
記
述
の
関
係
を
詳
し
く
見
て
い
き
、
最
後
に
金
県
の
市
町
村
史
叙
述
か
ら
市
町
村
の

領
域
と
「
記
憶
の
共
同
体
」
の
問
題
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

　
①
西
垣
晴
次
「
自
治
体
史
編
纂
の
現
状
と
問
題
点
」
（
木
村
礎
ほ
か
著
魍
岩
波
　
　
O
O
O
年
、
＝
T
【
○
頁
。

　
講
座
臼
本
通
史
　
別
巻
二
　
地
域
史
研
究
の
現
状
と
課
題
』
、
岩
波
書
店
、
一
九

　
九
四
年
）
三
三
頁
。

②
塚
本
学
門
地
域
史
研
究
の
課
題
」
（
石
井
進
ほ
か
著
魍
岩
波
講
座
日
本

　
歴
史
二
五
　
別
巻
二
　
日
本
史
研
究
の
方
法
軸
、
岩
波
誉
店
、
一
九
七
六
年
）
三

　
ご
一
九
主
二
四
五
頁
。

③
　
小
山
靖
憲
「
地
域
史
研
究
と
自
治
体
史
編
纂
」
、
歴
史
科
学
、
皿
六
〇
号
、
二

④
内
藤
正
中
「
地
域
課
題
に
こ
た
え
る
地
方
史
研
究
扁
、
地
方
史
研
究
、
三
六
巻

　
二
号
、
～
九
八
六
年
、
六
一
一
六
三
頁
。

⑥
前
掲
注
③

⑥
例
え
ば
、
吉
田
俊
純
「
市
町
村
史
の
理
想
」
（
地
方
史
研
究
協
議
会
編
『
地
方

　
史
の
新
視
点
睡
、
雄
山
闇
出
版
、
一
九
八
八
年
）
八
四
～
一
〇
一
頁
。
地
方
史
研

　
究
協
議
会
編
『
地
方
史
・
地
域
史
研
究
の
展
切
轟
、
名
著
出
版
、
二
〇
〇
一
年
な
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ど
。

⑦
白
井
哲
哉
議
地
方
史
研
究
蝕
に
み
る
地
方
史
論
の
動
向
」
、
地
方
史
研
究
、
五

　
六
巻
五
号
、
二
〇
〇
六
年
、
七
四
～
七
七
頁
。

⑧
蔵
持
重
裕
「
中
世
史
に
お
け
る
地
域
史
研
究
の
動
向
」
、
地
方
史
研
究
、
三
六

　
巻
二
号
、
～
九
八
六
年
、
八
四
～
九
〇
頁
。
陶
山
地
方
史
研
究
会
「
地
方
史
の
理

　
念
と
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」
、
地
方
史
研
究
、
三
六
巻
囚
号
、
｝
九
八
六
年
、
八
二

　
～
八
八
頁
に
も
地
域
設
定
に
関
す
る
議
論
が
あ
る
。

⑨
藪
田
貫
「
地
域
史
研
究
の
立
場
」
、
歴
史
科
学
、
九
九
・
～
○
○
合
併
号
、

　
一
九
八
五
年
、
一
〇
八
～
＝
一
〇
頁
。

⑩
田
村
貞
雄
門
地
域
史
の
方
法
一
街
道
・
商
圏
・
行
政
区
画
i
」
、
地
方
史

　
研
究
、
三
六
巻
二
暑
、
一
九
八
六
年
、
五
八
～
六
一
頁
。

⑪
吉
田
俊
純
「
市
町
村
史
の
意
義
と
方
法
」
、
地
方
史
研
究
、
三
六
巻
四
号
、
一

　
九
八
六
年
、
三
三
～
　
一
工
ハ
憎
貝
。

⑫
丸
浜
昭
門
自
治
体
史
の
な
か
の
朝
鮮
人
殺
害
事
件
l
l
東
京
を
事
例
と
し
て

　
一
」
、
歴
史
評
論
、
五
一
二
号
、
一
九
九
三
年
、
四
二
～
四
八
頁
。

⑬
藤
井
寿
一
「
部
落
史
研
究
と
自
治
体
史
編
纂
」
、
歴
史
評
論
、
五
〇
六
号
、
一

　
九
九
二
年
、
四
四
～
四
九
頁
。
亀
田
哲
也
「
自
治
体
史
の
編
纂
と
地
域
の
部
落
史

　
を
め
ぐ
っ
て
」
、
部
落
解
放
研
究
、
一
　
一
号
、
一
九
九
六
年
、
㎜
一
～
一
一
三
頁
。

⑭
成
田
龍
【
四
歴
史
学
の
ポ
ジ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
ー
歴
史
叙
述
と
そ
の
周
辺
藤
、

　
校
A
届
蜘
雷
…
房
、
　
　
｝
○
○
轟
ハ
年
、
　
｝
九
…
～
…
九
㎜
篇
百
以
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
章
事
例
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
山
梨
県
の
市
町
村
史
に
つ
い
て

山
梨
県
で
は
、
道
志
村
、
小
菅
村
、

⑮
濱
下
武
志
・
辛
島
昇
ほ
か
編
岡
地
域
の
世
界
史
臨
シ
リ
ー
ズ
、
山
川
出
版
社
、

　
一
九
九
七
～
二
〇
〇
〇
年
、
全
一
二
巻
。
河
西
薄
墨
・
浪
川
健
治
・
M
・
ウ
ィ
リ

　
ア
ム
・
ス
テ
ィ
ー
ル
編
『
ロ
ー
カ
ル
ヒ
ス
ト
リ
…
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

　
へ
1
多
文
化
の
歴
史
学
と
地
域
史
一
騙
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
な
ど
。

⑯
R
・
N
・
ベ
ラ
ー
ほ
か
、
島
薗
進
・
中
村
圭
志
共
訳
甲
心
の
習
慣
ー
ア
メ

　
リ
カ
個
入
主
義
の
ゆ
く
え
…
』
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
一
年
、
一
八
六
頁
。

　
原
著
は
一
九
八
五
年
。

⑰
城
達
也
「
激
動
期
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
共
同
性
」
（
城
達

　
也
・
宋
　
安
鍾
編
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
共
同
性
の
再
構
築
睡
、
世
界
思
想
社
、

　
二
〇
〇
五
年
）
八
～
九
頁
。

⑱
藤
井
美
穂
「
市
史
編
纂
と
自
分
史
－
北
海
道
士
別
市
『
士
別
市
史
抄
私
た

　
ち
の
歩
み
撫
の
試
み
一
」
、
関
西
学
院
大
学
人
文
論
究
、
五
〇
巻
四
号
、
二
〇

　
〇
一
年
、
ぬ
ハ
七
～
七
九
百
ハ
。

⑲
井
口
寛
二
郎
門
町
史
下
巻
発
刊
に
当
っ
て
」
（
隅
三
ケ
日
町
史
下
巻
輪
、
三
ケ

　
目
町
史
編
纂
委
員
会
、
三
ヶ
日
町
、
一
九
七
九
年
）
。

⑳
吉
岡
敏
夫
「
発
刊
の
こ
と
ば
扁
（
『
印
旛
村
誌
通
史
編
－
瞼
、
印
旛
村
誌
編
さ

　
ん
委
員
会
、
印
旛
村
、
一
九
八
四
年
）
四
頁
。

⑳
安
孫
子
麟
「
今
日
の
自
治
体
史
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
」
、
歴
史
評
論
、
五
〇
六

　
号
、
一
九
九
二
年
、
二
～
一
一
頁
。

足
和
田
村
の
三
つ
を
除
く
合
併
前
の
す
べ
て
の
市
町
村
が
、
二
〇
〇
六
年
ま
で
に
市
町
村
史
の
刊
行
を
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行
な
っ
て
い
る
た
め
、
県
内
で
の
網
羅
的
な
分
析
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
県
史
の
刊
行
が
他
県
に
比
べ
て
遅
く
、
鴬
町
村
史
が
県
史
の
記
述
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

踏
襲
で
き
な
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
も
、
比
較
の
上
で
好
都
合
で
あ
る
。
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
六
五
年
に
か
け
て
『
山
梨
県
史
瞼
が
県
立
図

書
館
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
は
、
明
治
元
年
か
ら
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
ま
で
の
県
政
資
料
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
「
恩

賜
林
」
の
成
立
は
一
九
一
一
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
旧
県
史
の
中
に
市
町
村
史
が
参
照
す
べ
き
資
料
は
な
い
。
新
し
い
県
史
は
、
一
九
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
か
ら
刊
行
が
始
め
ら
れ
、
現
在
も
継
続
中
で
あ
る
。
近
現
代
史
を
扱
う
通
史
編
二
巻
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
二
〇
〇
五
年
及
び
二
〇
〇
六
年
で

あ
っ
た
。
学
術
的
通
史
を
書
く
こ
と
を
め
ざ
し
、
県
外
か
ら
歴
史
研
究
者
を
編
纂
・
執
筆
に
起
用
す
る
市
町
村
も
あ
る
が
、
多
く
は
県
内
の
郷

土
史
研
究
団
体
会
員
、
行
政
職
員
、
学
校
教
員
、
住
民
な
ど
、
県
内
居
住
者
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
分
析
対
象
と
す
る
市
町
村
史
は
、
二
〇
〇
二
年
段
階
で
の
山
梨
県
内
庫
市
五
七
町
村
の
布
町
村
名
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
し
た
。
市
町
村
史

の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
な
基
準
は
な
く
、
全
国
レ
ベ
ル
で
市
町
村
史
を
網
羅
し
た
完
全
な
目
録
も
存
在
し
な
い
。
本
稿
で
は
、
山
梨
県
立
図
書

館
の
二
〇
〇
六
年
段
階
の
蔵
書
目
録
の
中
か
ら
、
書
名
が
『
［
市
町
村
名
］
史
（
誌
二
で
あ
る
も
の
を
市
町
村
史
と
し
、
そ
れ
が
複
数
巻
あ
る

場
合
に
は
、
一
つ
の
市
町
村
が
連
続
性
を
も
っ
て
刊
行
し
た
も
の
を
ま
と
め
て
一
件
と
し
て
数
え
た
。
近
年
の
合
併
に
よ
り
市
町
村
史
と
同
様

の
タ
イ
ト
ル
で
閉
町
（
村
）
記
念
誌
を
刊
行
す
る
例
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
が
、
内
容
は
町
（
村
）
勢
要
覧
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
こ
こ

で
は
除
外
し
た
。
二
度
修
史
事
業
を
行
な
っ
た
市
町
村
が
八
つ
あ
っ
た
た
め
、
対
象
と
な
る
件
数
は
六
九
で
あ
る
（
表
－
）
。

2

山
梨
県
の
恩
賜
林
（
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
山
梨
県
の
県
有
林
は
、
県
内
森
林
面
積
の
う
ち
の
四
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
県
土
全
体
の
三
五
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
都
道
府
県
有
林
は
、

林
業
経
営
の
模
範
を
示
す
た
め
に
発
足
し
た
も
の
が
多
く
、
所
有
規
模
は
一
般
的
に
小
さ
い
の
だ
が
、
山
梨
県
で
は
恩
賜
林
が
そ
の
基
盤
と
な

っ
て
い
る
た
め
に
、
県
有
林
の
比
率
が
例
外
的
に
高
い
。
な
お
、
現
在
の
県
有
林
に
は
恩
賜
林
起
源
で
な
く
買
い
受
け
に
よ
る
も
の
も
含
ま
れ

る
し
、
恩
賜
林
で
あ
っ
て
も
後
に
県
か
ら
地
元
に
払
い
下
げ
た
も
の
や
、
下
賜
前
後
に
水
源
酒
養
林
と
し
て
所
有
権
を
県
外
の
水
道
局
に
売
却
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市町村史　（69件）

No．038 竜王町 竜王町史 一
1976

No．039 敷島町 敷島町誌 588 1966

No，040 玉穂町 玉穂町誌 一
1997

No．041 昭和町 昭和町誌 　
1990

No．042 田富町 田富町誌 ユ014－1018 1981

No．043 八田村 八田村誌 一
1972

No．044 白根町 白根町誌 644 1969

No．045 芦安村 芦安村誌 380 1994

No．046 若草町 若草町誌 443－445，899 ユ990

No．047 櫛形町 櫛形町誌 881－882 1966

No．048 甲瀬町 甲西曲輪 982－98嘆 1973

No．049 双葉町 双葉町誌 660－661，802 1977

NQ．Q5Q 明野村（1） 明野村誌 837－838 1963

No．051 明野村（2） 薪装明野村誌 本誌編　U54－！156，　U64－1167 1996

No．052 須玉町（1） 須玉町誌 　 工975

No．053 須玉町（2） 須玉町史 通史編窮2巻 2001

No。054 高根町 高根町誌 下巻　141－145 1989

No，055 長坂町 長坂町誌 下巻　226－236 1990

No．056 大泉村 大泉村誌 上巻　1083 1989

No．Q57 小淵沢町 小淵沢世襲 下巻　153－154 玉983

No．058 白州町 白州町誌 1204 ユ986

No．059 武翔村 武川村誌 上巻　608－6ユ0，1063－1066 1986

No．060 秋山村 秋山村誌 502－503 1992

一 道志村 一 ㎝ 一
No．06ユ 西桂町 西桂町誌 本誌編1　31－35 2003

No．062 忍野村 忍野村誌 第2巻　　748－758，　835－844 工989

No．063 山中湖村 山中湖村史 第5巻 1997

No．064 河口湖町 河ロ湖町史 一
1966

No．065 勝山村 勝山村史 上巻　946－948 1999

一 足和田村 　 ｝ 一

No．066 鳴沢村 鳴沢村誌 第1巻　579－588 1988

No．067 上野原町（1） 上野原町誌 一
ユ955

No。068 上野原町（2） 上野原町誌 下巻　ユ225 1975

一
小菅村 … ｝ 一

No．069 丹波山村 丹波山村誌 一
1981
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表1　対象とした

資料番号 市町村名 書名 恩賜林記述のある箇所（巻，頁） 刊行年

No．001 甲府市（ユ） 甲府市史　市制施行以後 一
1964

No．002 甲府市（2） 甲府市史 通史編第3巻　62－63，401－402 1990

No．003 富士吉田市（1） 富士吉田市史　行敬編 上巻　　668，　　下巻　　329 工972

No．004 富士吉田市（2） 富士吉田市史 　　通史二二3巻
P53－157，　343－348，　501－502

1999

No．005 塩忠市 塩山市史 通史編　下巻　165－174 1998

No．006 都留市 都留市史 ｝
1996

No．007 山梨市（1） 山梨市誌　行政編 』
工985

No．008 山梨市（2） 山梨市史 一 一

No．009 大月市 大月旧史 通史編　818 1978

No．010 韮崎市 韮晦市誌 中巻　362－363 1978

No．011 春日居町 春日居町誌 352－354 1988

No．012 牧丘町 牧丘町誌 873－876 1980

No．013 三田村 三富村誌 ｝
1996

No．014 勝沼町 勝沼町誌 509－510 1962

No．015 大和村 大和村誌 一
1996

No．016 石和町’ 石和町誌 第1巻　U23－l142 1987

No．O17 御坂町幽 御坂町誌　本誌編 793－795 197ユ

No．018 一宮町 一宮町誌 929－930 1967

No．019 八代町 八代町誌 上巻　1376－1390 1975

No．020 境規村 境川村誌 580－58ユ 1978

No．021 中道町 中道町吏 上巻　1061－1072，下巻　230－232 1975－76

No．022 芦川村 芦川村誌 上巻　545－554 1992

No．023 豊富村 豊富村誌 一
2000

No．024 上九一色村 上九一色村誌 1030－1033 1985

No．025 襲職町 三珠町誌 736－738 1980

No．026 布川大門町 市川大門町誌 327－329 1967

No．027 六郷町 六郷町誌 844 1982

No．028 下部町 下部町誌 458－472，　1016，　1577－1578 1981

No．029 増穂町 増穂町誌 上巻　950－951 1977

No．030 鰍沢町（1） 鰍沢町誌 一
1959

No．031 鰍沢町（2） 鰍沢町誌 上巻　625－630 1996

No．032 中富町 中富町誌 836－837 1971

No．033 早翔町 早川町誌 966 1980

No．034 身延町 身延町誌 5！9 1970

No．035 南部町（ユ） 南部町誌 470－471 1964

No．036 南部町（2） 南部町誌 下巻　221 1999

No．037 冨沢町 富沢町誌 下巻　102－109 2002
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⑤

し
た
も
の
も
あ
る
。
そ
の
た
め
恩
賜
林
と
県
有
林
の
範
囲
は
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
山
梨
県
内
で
も
「
県
有
林
」
と
「
恩

賜
林
」
と
は
厳
密
に
使
い
分
け
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
本
稿
も
両
方
の
語
を
「
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
」
を
指
す
も
の
と
し
て
区
別
な
く
用
い
る
。

　
以
下
で
は
、
恩
賜
県
有
財
産
創
設
に
至
る
ま
で
の
明
治
期
の
林
政
の
経
過
に
つ
い
て
、
『
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
御
下
賜
九
十
周
年
記
念

⑥誌
』
を
主
に
参
照
し
な
が
ら
述
べ
る
。

ユ04 （902）

⑦
所
有
権
の
確
定
と
移
転

　
明
治
政
府
は
、
一
八
六
九
年
の
版
籍
奉
還
に
際
し
て
、
従
前
か
ら
幕
府
領
で
あ
っ
た
こ
と
が
歴
然
と
し
て
い
る
県
内
の
三
極
・
御
巣
鷹
山
な

ど
約
二
万
三
、
○
○
○
町
歩
を
す
べ
て
官
林
に
編
入
し
た
。
続
い
て
、
社
寺
領
山
林
約
一
万
町
歩
も
一
八
七
〇
年
に
上
地
し
て
官
林
と
し
、
一

八
七
八
年
に
は
こ
れ
ら
の
官
林
約
三
万
三
、
○
○
○
町
歩
は
す
べ
て
官
有
地
に
編
入
さ
れ
た
。
所
有
の
確
認
に
手
間
が
か
か
る
た
め
ひ
と
ま
ず

官
民
有
区
分
未
定
地
と
さ
れ
て
い
た
旧
小
物
成
地
も
、
一
八
八
一
年
に
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
官
有
地
と
決
定
さ
れ
た
。
台
帳
面
積
三
五
万
二
、

八
○
八
町
九
段
五
宮
一
三
歩
の
旧
小
物
成
地
の
う
ち
民
有
地
に
編
入
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
三
、
三
八
五
町
二
段
～
八
歩
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
九
九

パ
ー
セ
ン
ト
ま
で
が
官
有
地
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
内
務
省
か
ら
各
府
県
へ
の
通
達
（
乙
第
六
号
、
一
八
八
一
年
）
に
よ
り
、
宮
垣
地
と
確
定
さ
れ
た
土
地
で
林
相
を
な
す
も
の
は
す
べ
て
官
林
に

編
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
山
梨
県
で
は
一
八
八
八
年
に
実
施
さ
れ
た
。
同
年
の
閣
令
第
四
号
に
よ
り
、
県
内
の
官
林
の
す
べ
て
は
農
商
務
省

松
本
大
林
区
署
の
所
管
と
さ
れ
た
。
林
相
を
な
さ
な
い
官
有
原
野
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
の
所
管
で
あ
っ
た
。

　
国
会
開
設
を
目
前
と
し
た
こ
の
時
期
、
明
治
政
府
に
よ
る
官
林
の
確
保
と
同
時
に
、
皇
室
財
産
の
創
設
も
急
が
れ
て
い
た
。
皇
室
財
産
の
基

礎
を
確
立
す
る
た
め
、
大
面
積
の
官
林
、
宮
有
山
林
、
及
び
官
有
鉱
山
等
を
御
料
に
編
入
す
る
こ
と
が
決
定
し
、
一
八
八
五
年
一
二
月
、
帝
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

一
般
の
財
産
を
管
理
す
る
た
め
に
宮
内
省
中
に
御
料
局
が
創
設
さ
れ
た
。
御
料
局
は
、
一
八
八
七
年
よ
り
農
商
務
省
山
林
局
と
協
力
し
て
官
林

の
中
か
ら
皇
室
財
産
に
編
入
す
べ
き
部
分
の
調
査
を
行
な
っ
た
。
山
梨
県
か
ら
は
一
八
八
九
年
に
県
内
の
宮
林
・
官
有
山
林
原
野
の
す
べ
て
、



四
一
万
二
、
五
七
九
町
歩
が
御
料
地
に
編
入
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

御
料
局
静
岡
支
庁
の
管
理
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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②
旧
小
物
成
地
の
利
用
と
所
有
を
め
ぐ
る
「
官
民
の
摩
擦
」

　
官
有
地
、
宮
林
、
御
料
地
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
元
入
会
住
民
が
旧
小
物
成
地
を
利
用
す
る
に
は
、
そ
の
都
度
利
用
手
続
き
を
行
な
い
、

所
有
者
か
ら
草
木
の
払
い
下
げ
を
受
け
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
一
八
八
三
年
に
布
達
さ
れ
た
「
官
有
山
林
原
野
草
木
払
下
条
規
」
（
甲
第
二
号
）
は
、

（一

j
山
林
原
野
の
う
ち
、
従
前
一
村
ま
た
は
数
村
が
入
会
し
樹
木
芝
草
を
下
刈
し
た
慣
行
が
あ
り
、
こ
れ
を
許
さ
な
け
れ
ば
生
計
上
困
難
を

招
く
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
樹
木
は
二
十
ヵ
年
、
芝
草
は
五
ヵ
年
以
内
の
年
期
を
定
め
、
相
当
代
価
を
も
っ
て
払
下
を
許
可
す
る
。
（
二
）

そ
の
許
可
を
受
け
た
村
落
は
、
そ
の
山
野
樹
木
の
繁
殖
保
護
お
よ
び
盗
伐
・
火
災
取
締
の
責
任
を
負
う
こ
と
、
と
規
定
し
た
。
御
料
地
時
代
に

も
、
一
八
九
〇
年
に
山
梨
県
布
告
第
八
十
三
号
を
も
っ
て
「
御
料
地
草
木
払
下
規
則
」
な
ら
び
に
「
同
施
行
細
目
」
が
発
布
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、

（一

j
前
条
規
で
は
有
期
と
さ
れ
て
い
た
住
民
の
草
木
の
払
下
を
永
世
毎
年
の
払
下
と
す
る
こ
と
、
（
二
）
従
前
入
会
慣
行
の
あ
る
村
ま
た
は

蒼
々
を
団
結
さ
せ
て
、
御
料
地
入
会
団
体
と
し
て
認
め
、
御
料
地
保
護
の
責
任
主
体
と
す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
諸

規
則
が
発
布
さ
れ
た
が
、
入
会
住
民
は
そ
の
手
続
き
の
複
雑
さ
を
嫌
い
、
盗
伐
や
濫
伐
、
放
火
を
繰
り
返
す
状
況
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
取
り

締
ま
る
た
め
に
、
山
梨
県
で
は
一
九
一
〇
年
に
全
国
に
類
例
の
な
い
林
野
警
察
制
度
が
設
け
ら
れ
た
（
一
九
四
六
年
十
月
廃
止
）
。

　
県
も
、
政
府
や
御
料
局
に
対
し
折
衝
を
行
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
一
八
九
七
年
に
は
走
衆
両
院
議
長
・
内
務
・
農
商
務
両
省
・
宮
内
大
臣
あ

て
に
請
願
を
行
な
っ
た
。
そ
の
要
旨
は
、
（
一
）
従
来
民
有
の
実
績
お
よ
び
証
左
の
あ
る
山
林
原
野
等
で
誤
っ
て
官
林
に
編
入
さ
れ
た
も
の
は

民
有
に
戻
す
方
針
を
取
る
こ
と
、
（
二
）
沿
河
の
官
林
で
治
水
上
の
防
備
に
必
要
な
箇
所
は
堤
塘
保
護
附
属
林
と
し
て
県
に
下
付
す
る
こ
と
等

を
望
む
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
一
八
九
八
年
、
県
下
は
大
水
害
を
こ
う
む
っ
た
が
、
住
民
は
こ
れ
を
御
料
局
が
林
政
を
誤
り
、
濫
伐
の
末
に
林
地
が
荒
廃
し
た
た
め
で
あ
る

と
し
、
御
料
局
に
対
し
て
適
当
な
処
分
を
求
め
た
。
御
料
局
長
は
、
入
会
御
料
地
は
民
有
に
下
げ
戻
す
べ
き
で
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
御
料
局
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に
お
い
て
林
業
を
施
し
経
済
の
道
を
た
て
る
こ
と
は
入
会
の
関
係
上
到
底
困
難
な
の
で
、
む
し
ろ
売
却
す
る
こ
と
が
得
策
で
あ
る
と
し
て
、
一

八
九
九
年
山
梨
県
知
事
に
有
償
払
下
の
方
針
で
内
議
に
及
ん
だ
。
し
か
し
、
そ
の
価
格
を
め
ぐ
っ
て
両
者
は
合
意
に
至
ら
ず
、
話
は
進
展
し
な

か
っ
た
。
ま
た
一
九
〇
二
年
に
は
、
県
知
事
が
検
討
の
結
果
を
、
御
料
林
全
部
払
下
、
現
状
維
持
、
部
分
無
償
下
付
、
部
分
廉
価
払
下
の
四
聖

に
ま
と
め
、
御
料
局
の
決
定
を
促
し
た
。
県
は
第
三
案
を
最
良
の
方
法
と
し
、
数
次
に
わ
た
り
御
料
局
と
折
衝
を
進
め
た
が
、
こ
こ
で
も
合
意

を
見
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

　
一
九
〇
六
年
六
月
、
宮
内
大
臣
は
山
梨
県
知
事
に
令
達
し
、
山
梨
県
入
会
御
料
地
の
う
ち
無
立
木
地
、
こ
れ
に
準
ず
べ
き
立
木
稀
少
の
林
地

お
よ
び
～
○
○
町
歩
未
満
の
点
在
地
を
、
相
当
代
価
で
入
会
団
体
に
払
い
下
げ
る
こ
と
等
の
方
針
を
示
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
御
料
局
は
「
山

梨
県
下
入
会
御
料
地
特
売
規
定
」
を
定
め
、
同
年
十
～
月
山
梨
県
告
示
第
二
三
四
号
を
も
っ
て
こ
れ
を
発
布
し
た
。
こ
の
特
売
規
定
に
従
っ
て

一
九
〇
七
年
六
月
三
十
日
の
期
限
ま
で
に
県
内
の
入
会
団
体
が
払
下
願
書
を
提
出
し
た
の
は
、
単
数
二
、
四
九
二
、
見
込
み
面
積
一
六
万
余
町

歩
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
嵐
願
払
下
価
格
が
御
料
局
の
算
定
す
る
価
格
よ
り
き
わ
め
て
低
廉
で
あ
っ
た
た
め
に
、
払
下
の
許
可
を
得

た
も
の
は
九
〇
〇
町
歩
に
満
た
な
か
っ
た
。
官
有
地
・
官
林
時
代
に
も
随
時
県
内
各
地
の
村
落
で
入
会
林
野
の
地
盤
払
下
請
願
が
行
な
わ
れ
て

い
る
が
、
実
際
に
許
可
さ
れ
た
も
の
は
少
な
い
。
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③
明
治
四
十
年
、
四
十
三
年
の
火
水
害
と
御
料
地
下
賜

　
明
治
末
、
山
梨
県
は
二
つ
の
大
水
害
に
見
舞
わ
れ
る
。
現
在
で
も
、
山
梨
県
近
代
史
上
最
大
の
水
害
と
し
て
語
ら
れ
る
、
明
治
四
十
年
（
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

九
〇
七
）
・
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
の
大
水
害
で
あ
る
。
『
山
梨
県
水
害
史
』
は
、
明
治
四
十
年
八
月
の
水
害
の
被
害
の
大
き
さ
を
以
下
の
よ
う

に
記
す
。

　
　
紀
元
二
千
五
百
六
十
七
年
（
明
治
四
十
年
）
鳴
海
革
製
山
梨
県
に
以
て
建
国
以
来
直
謝
有
の
大
洪
水
を
見
た
る
歳
に
し
て
、
五
十
余
万
の
生
民
が
挙
げ
て

　
　
死
地
に
陥
る
り
た
る
大
厄
年
也
　
大
小
患
部
は
悉
く
氾
濫
し
、
加
ふ
る
に
山
岳
の
崩
壊
は
其
数
を
知
ら
ず
、
田
畑
作
物
の
流
亡
浸
水
は
言
ふ
も
更
に
、
人
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畜
の
死
傷
影
た
だ
し
く
、
天
地
為
に
叫
喚
の
声
に
揺
が
ん
ば
か
り
、
鳴
呼
明
治
四
十
年
秋
八
月
、
今
之
を
思
ふ
だ
に
戦
標
す

　
こ
の
水
害
を
受
け
て
、
同
年
九
月
超
党
派
の
県
民
大
会
が
開
か
れ
、
各
河
川
の
大
改
修
、
荒
廃
し
た
山
林
の
整
理
、
被
災
民
の
救
済
方
法
の

企
画
、
政
府
・
国
会
に
対
す
る
特
別
補
助
の
請
求
、
治
水
の
大
方
針
確
立
等
を
満
場
一
致
で
決
議
し
、
十
二
月
に
は
西
園
寺
首
相
に
堤
防
・
道

路
の
復
旧
の
た
め
の
国
庫
補
助
と
河
川
改
良
工
事
の
実
行
と
を
要
望
し
た
。

　
一
九
一
〇
年
五
月
、
内
務
省
技
師
・
近
藤
仙
太
郎
、
農
商
務
省
技
師
・
松
波
秀
実
、
帝
室
林
野
管
理
局
技
師
・
江
崎
政
患
が
顧
問
に
委
嘱
さ

れ
、
臨
時
林
野
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
調
査
顧
問
会
の
協
定
事
項
と
し
て
、
入
会
御
料
地
の
処
分
は
（
一
）
蔓
立
木
地
、
立
木
稀
少
の
地
、

お
よ
び
面
積
一
〇
〇
町
歩
未
満
の
土
地
は
す
み
や
か
に
払
下
を
う
け
る
運
び
を
な
す
こ
と
、
（
二
）
前
号
に
よ
り
が
た
い
も
の
や
大
面
積
の
も

の
は
土
地
分
譲
、
償
金
下
付
、
収
益
分
収
の
方
法
等
に
よ
り
処
分
を
う
け
る
こ
と
、
（
三
）
入
会
団
体
に
お
い
て
異
議
の
な
い
場
合
は
、
県
に

お
い
て
払
下
を
受
け
る
道
を
講
ず
る
こ
と
、
が
定
め
ら
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
こ
の
よ
う
に
御
料
地
処
分
に
向
け
て
取
り
組
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
年
八
月
に
再
び
大
水
害
に
襲
わ
れ
た
。
『
山
梨
県
林
政
誌
』
に
は
、

こ
の
明
治
四
十
三
年
の
水
害
に
よ
る
県
内
各
地
の
被
害
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
御
岳
に
は
崩
壊
起
こ
り
て
十
余
人
の
死
者
を
鳩
し
甲
府
市
は
荒
川
氾
濫
の
為
市
内
戸
数
三
分
の
一
浸
水
し
て
水
上
の
都
と
化
せ
り
、
韮
崎
地
方
は
堤
防
決

　
　
壊
し
て
濁
水
停
車
場
を
突
き
線
路
を
洗
い
汽
車
を
通
せ
ざ
る
こ
と
十
数
田
に
達
せ
り
、
そ
の
他
鰍
沢
地
方
は
富
士
川
横
溢
し
て
町
内
致
処
浸
水
を
見
ざ
る

　
　
な
く
一
段
高
所
に
位
置
せ
る
警
察
署
の
如
き
窓
よ
り
出
入
り
を
為
し
救
護
の
舟
は
市
街
を
往
来
す
る
に
至
れ
り
、
郡
内
地
方
に
て
は
笹
子
川
暴
漂
し
て
入

　
　
家
を
流
失
し
鉄
道
線
路
を
破
壊
し
河
ロ
湖
も
亦
氾
濫
し
て
四
周
一
面
の
満
水
と
な
り
停
滞
数
月
に
百
一
る

　
同
月
、
県
民
大
会
が
開
催
さ
れ
、
再
び
水
害
か
ら
の
復
旧
と
新
た
な
水
害
の
防
止
に
取
り
組
む
決
議
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
時
は
じ
め
て
御

料
林
の
払
下
で
な
く
還
付
が
要
求
の
前
面
に
掲
げ
ら
れ
た
。
九
月
半
は
大
会
実
行
委
員
が
上
京
し
て
、
宮
内
大
臣
に
御
料
林
の
還
付
を
請
願
し

た
。
県
議
会
も
こ
の
動
き
に
呼
応
し
て
、
山
林
の
荒
廃
を
復
旧
す
る
た
め
に
は
入
会
御
料
地
を
無
償
で
下
付
を
受
け
、
県
自
ら
極
力
経
営
の
実

を
挙
げ
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
十
一
月
半
「
御
料
地
無
償
還
付
に
関
す
る
意
見
書
」
を
内
務
大
臣
に
提
出
し
た
。
こ
れ
が
、
建
議
・
請
願
・
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意
見
書
の
最
後
の
も
の
と
な
っ
た
。

　
四
十
三
年
水
害
の
翌
年
、
宮
内
大
臣
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
宛
に
以
下
の
よ
う
な
「
御
沙
汰
書
」

が
出
さ
れ
た
。

　
　
　
山
梨
県
管
内
累
年
水
害
ヲ
被
り
地
方
ノ
民
力
其
ノ
救
治
二
堪
ヘ
サ
ル
趣
欄
然
二
被
　
思
食
特
別
ヲ
以
テ
帝
室
林
野
管
理
局
甲
府
支
庁
所
轄
御
料
地
ノ
内
段

　
　
　
別
弐
拾
九
万
八
千
弐
百
参
町
七
反
七
畝
拾
五
歩
ヲ
山
梨
県
県
有
財
産
ト
シ
テ
下
賜
翠
巌
善
後
経
営
ノ
策
国
土
保
安
ノ
途
相
見
テ
サ
セ
　
恩
旨
貫
徹
候
様
処

　
　
　
理
ス
ヘ
キ
旨
御
沙
汰
被
為
在
此
段
伝
宣
候
也

　
　
　
　
　
明
治
四
十
四
年
三
月
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
内
大
臣
子
爵
　
渡
辺
　
千
秋

　
　
　
　
内
閣
総
理
大
臣
侯
爵
　
桂
　
太
郎
殿

　
こ
れ
は
、
水
害
で
疲
弊
し
た
民
力
を
救
治
す
る
た
め
に
、
明
治
天
皇
が
特
別
の
思
し
召
し
を
も
っ
て
、
山
梨
県
内
入
会
御
料
地
、
す
な
わ
ち

近
世
の
入
会
山
に
起
源
を
も
つ
御
料
地
を
山
梨
県
県
有
財
産
と
し
て
無
償
下
賜
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
か
ら
、
国
土
保
安
に
役
立
て
る
よ
う
取

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
計
ら
う
よ
う
に
と
通
知
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
」
、
通
称
「
恩
賜
林
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
現
在
の
県
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

林
の
基
盤
で
あ
る
。
た
だ
し
実
測
面
積
は
台
帳
面
積
を
大
き
く
下
回
り
、
一
四
万
言
、
七
四
〇
町
歩
で
あ
っ
た
。

①
『
山
梨
県
史
』
、
山
梨
県
立
図
書
館
、
一
九
五
八
i
一
九
六
五
年
、
全
八
巻
。

②
二
〇
〇
六
年
四
月
現
在
、
資
料
編
二
二
冊
、
通
史
編
四
冊
、
民
俗
編
～
冊
、
文

　
化
財
編
一
冊
が
刊
行
済
み
。
ほ
か
に
概
説
編
一
冊
と
通
史
編
二
冊
が
未
刊
。

③
二
〇
Ω
二
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
に
か
け
て
市
町
村
が
大
輪
に
再
編
さ
れ
た
結
果
、

　
二
〇
〇
六
年
九
月
に
は
一
三
市
一
五
町
村
と
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
段
階

　
で
既
に
消
滅
し
て
い
た
町
村
に
つ
い
て
は
、
古
い
も
の
ほ
ど
史
詩
の
確
定
が
困
難

　
に
な
る
た
め
、
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。

④
『
や
ま
な
し
の
県
有
林
』
、
山
梨
県
、
二
〇
〇
〇
年
。

⑤
現
在
、
東
京
都
水
道
局
が
管
理
し
て
い
る
多
摩
規
上
流
の
水
源
林
（
山
梨
県
丹

　
波
山
村
、
小
菅
村
、
塩
山
市
と
、
東
京
都
奥
多
摩
町
に
所
在
）
は
一
九
一
〇
年
か

　
ら
一
九
一
三
年
に
か
け
て
成
立
、
ま
た
横
浜
市
水
道
局
が
管
理
す
る
道
憲
川
上
流

　
の
水
源
林
（
道
志
村
所
在
）
は
一
九
～
六
年
に
成
立
し
た
。
（
泉
　
桂
子
槻
近
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り

　
水
源
林
の
誕
生
と
そ
の
軌
跡
－
森
林
と
都
市
の
環
境
史
輪
、
東
京
大
学
学
術
出

　
版
会
、
二
〇
〇
四
年
、
二
二
頁
。
）

⑥
『
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
御
下
賜
九
十
周
年
記
念
誌
隔
、
山
梨
県
、
二
〇
〇
二

　
年
。
以
下
、
断
り
の
な
い
箇
所
は
一
六
～
三
五
頁
の
参
照
に
よ
る
。

⑦
御
料
局
は
～
九
〇
八
年
に
は
宮
内
雀
外
部
局
・
帝
室
林
野
管
理
局
に
、
一
九
二

　
四
年
に
は
帝
室
林
野
局
と
改
称
し
た
。
（
『
帝
室
林
野
局
五
〇
年
史
隔
、
帝
室
林
野
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局
、
一
九
三
九
年
、
一
～
一
〇
頁
。
）

⑧
山
梨
県
と
同
時
期
の
御
料
地
編
入
に
は
、
一
八
八
九
年
に
授
受
が
行
な
わ
れ
た
、

　
神
奈
川
県
の
宮
林
及
び
官
有
山
林
原
野
二
万
五
、
二
七
六
町
歩
、
静
岡
県
同
二
一

　
万
一
八
○
町
歩
、
長
野
県
同
【
四
万
四
、
九
二
七
町
歩
、
愛
知
県
同
軸
万
六
、
六

　
二
六
町
歩
、
岐
阜
県
同
一
五
万
八
、
三
九
五
町
歩
な
ど
が
あ
る
。
（
前
掲
注
⑦
二

　
八
○
～
二
八
五
頁
。
）

⑨
　
早
川
文
太
郎
・
須
田
宇
十
『
由
梨
県
水
害
史
輪
、
山
梨
県
水
害
史
発
行
所
、
一

　
九
一
一
年
、
一
五
四
頁
。

⑩
噸
山
梨
県
林
政
誌
輪
、
山
梨
県
、
～
九
二
二
年
、
　
○
頁
。

⑪
　
山
梨
県
と
同
じ
よ
う
な
御
料
地
の
下
賜
は
、
一
九
三
【
年
に
神
奈
川
県
に
対
し

　
て
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
関
東
大
震
災
に
よ
り
林
地
が
崩
壊
し
経
営
の

　
見
込
み
が
立
た
な
く
な
っ
た
こ
と
、
治
水
や
産
業
上
地
元
と
の
関
係
が
深
い
こ
と

　
を
理
由
に
、
丹
沢
山
、
玄
愈
両
御
料
地
な
ら
び
に
中
川
御
料
地
の
一
部
、
合
計
七
、

　
五
五
四
町
歩
と
、
県
の
希
望
に
よ
る
箱
根
方
面
の
他
の
三
つ
の
御
料
地
合
計
八
一

　
町
歩
と
を
県
有
財
産
と
し
て
神
奈
崩
県
に
下
賜
し
た
も
の
で
あ
る
（
前
掲
注
⑦
三

　
〇
五
一
三
〇
六
頁
）
。
し
か
し
、
規
模
で
は
山
梨
県
の
恩
賜
林
に
は
及
ば
な
い
。

⑫
前
掲
注
⑩
、
二
一
四
頁
。

第
二
章
　
御
料
地
下
賜
の
評
価

1

帯
町
村
史
に
お
け
る
恩
賜
林
記
述

ローカル・ヒストリーと共同体（南都）

　
近
世
の
入
会
山
は
、
明
治
期
に
官
有
地
、
官
林
、
御
料
地
、
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
へ
と
そ
の
名
称
と
所
有
者
を
変
え
て
い
く
。
前
章
で
追

っ
た
だ
け
で
も
、
こ
の
間
に
は
入
会
や
治
山
治
水
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
住
民
・
山
梨
県
・
御
料
局
・
国
の
あ
い
だ
で
さ
ま
ざ
ま
な
動
き
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
、
市
町
村
史
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
御
料
地
下
賜
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
明
治
四
十
年
・
四
十
三
年
の
大
水
害
は
、
県
内
の
広
い
範
囲
に
大
き
な
被
害
を
与
え
た
こ
と
か
ら
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
大
惨
事
と
し
て
、
多
く
の
市
町
村
史
に
記
載
の
あ
る
出
来
事
で
あ
る
し
、
恩
賜
林
も
県
内
の
ほ
と
ん
ど
の
市
町
村
に
所
在
す
る
。

し
か
し
、
淡
々
と
そ
の
経
過
を
述
べ
る
も
の
の
ほ
か
に
は
、
市
町
村
史
に
よ
っ
て
評
価
や
書
き
方
に
幅
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
新
装
明
野
村

①誌
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
入
会
御
料
地
は
山
林
原
野
の
官
民
有
区
分
以
来
い
ろ
い
ろ
の
経
過
は
あ
っ
た
が
、
明
治
四
十
四
年
、
明
治
天
皇
は
特
別
の
思
召
し
を
も
っ
て
、
山
梨
県
下
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の
入
会
御
料
地
全
部
を
本
県
に
県
有
財
産
と
し
て
御
下
賜
に
な
ら
れ
た
。
御
下
賜
の
お
考
え
は
御
沙
汰
書
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
県
が
累
年
水
回
を
被

　
　
り
、
民
力
が
非
常
に
衰
え
て
救
い
が
た
い
ま
で
に
な
っ
た
。
そ
の
窮
状
を
お
聞
き
に
な
ら
れ
、
県
民
を
哀
れ
み
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
県
民
等
し
く

　
　
こ
の
御
下
賜
の
思
召
し
に
深
く
感
謝
し
た
。

　
こ
こ
で
は
、
御
料
地
の
下
賜
は
水
害
で
疲
弊
し
た
県
民
を
救
済
す
る
た
め
に
特
別
に
行
な
わ
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
御

沙
汰
書
」
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
り
、
そ
れ
に
対
す
る
感
謝
を
表
す
も
の
を
、
救
済
タ
イ
プ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
下
賜
の
翌
年
に
刊
行

　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
五
〇
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
二
件
に
は
御
料
地
下
賜
に
関
す
る
記
述
は
な
か
っ
た
が
、

さ
れ
た
『
西
八
代
郡
誌
』
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

一
九
六
〇
年
代
刊
行
の
市
町
村
史
～
○
件
の
う
ち
、
評
価
の
読
み
取
れ
る
四
件
す
べ
て
が
救
済
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
こ
れ
に
対
し
、
～
九
七
〇
年
代
か
ら
異
な
る
タ
イ
プ
が
出
現
し
始
め
る
。
一
九
七
一
年
刊
行
の
『
御
坂
町
誌
』
は
、
御
料
地
下
賜
が
水
害
で

荒
廃
し
て
い
た
旧
村
に
復
興
の
灯
を
掲
げ
た
と
し
な
が
ら
も
、
す
で
に
そ
の
前
年
八
月
に
ひ
ら
か
れ
た
県
民
大
会
で
、
「
御
料
林
の
還
付
を
請

願
す
る
こ
と
」
が
県
下
治
水
の
急
務
と
し
て
決
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
こ
の
よ
う
な
御
料
林
下
戻
運
動
は
、
す
で
に
四
十
年
間
水
害
以
前
か

ら
い
わ
ば
山
梨
県
艮
の
悲
願
と
し
て
く
り
か
え
し
入
会
民
や
県
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た

そ
の
背
景
と
し
て
、
村
持
ち
の
林
野
と
信
じ
て
い
た
入
会
山
が
、
地
租
改
正
に
際
し
て
官
民
有
区
分
未
定
地
、
続
い
て
官
有
地
、
御
料
地
と
な

っ
た
こ
と
へ
の
入
会
民
の
反
感
を
記
述
す
る
。

　
　
入
会
山
は
も
は
や
”
取
り
上
げ
ら
れ
た
山
”
で
あ
り
、
権
益
も
う
す
く
、
ま
し
て
や
愛
林
思
想
な
ど
持
ち
よ
う
も
な
い
入
会
民
に
し
て
み
れ
ば
、
む
し
ろ

　
　
当
然
の
成
行
き
と
で
も
い
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
政
府
は
こ
れ
に
無
策
で
あ
り
、
こ
う
し
て
“
治
山
”
が
ま
っ
た
く
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
結
果

　
　
が
、
山
梨
県
に
大
損
失
を
も
た
ら
す
四
十
年
、
四
十
三
年
の
水
害
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
ま
た
、
一
九
八
七
年
刊
行
の
『
石
和
町
誌
』
も
、
下
賜
は
「
入
会
林
野
を
官
有
林
に
編
入
し
て
以
来
の
林
政
の
失
敗
を
原
因
と
す
る
大
水
害

の
連
続
」
に
よ
り
、
入
会
林
野
の
有
償
払
下
げ
を
一
貫
し
て
主
張
し
て
き
た
御
料
局
が
大
幅
な
譲
歩
を
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、

県
民
大
会
に
お
け
る
御
料
林
無
償
還
付
請
願
決
議
、
県
会
に
よ
る
意
見
書
提
出
な
ど
に
押
さ
れ
て
決
定
し
た
と
す
る
。
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　　　　　　　　　　　　　表2　市町村史の恩賜林記述件数

1950年代 1960年代 1970年代 1980年代 1990年代 2000年代 計

救済タイプ 0 4 9 8 3 1 25

抵抗タイプ 0 0 3 5 8 1 ユ7

評価なし※1 0 4 2 2 1 0 9

下賜前まで※2 0 0 0 1 2 ユ 4

記述なし※3 2 2 3 2 5 1 15

計 2 ユ0 17 18 19 4 70

市町村史の読み取りにより作成。

※1恩賜林についての評価が見られないもの
※2　下賜の前までしか記述のないもの

※3恩賜林記述がまったくないもの

　
こ
れ
ら
は
、
官
民
有
区
分
以
来
の
林
政
を
批
判
的
に
捉
え
、
下
賜
は
明
治
天
皇
の
降
っ
て

湧
い
た
よ
う
な
思
し
召
し
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
入
会
住
民
や
県
民
、
県
の
強
い
抵
抗
と

要
求
に
よ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
「
御
沙
汰
書
」
に
書
か
れ
て
い
る
よ

う
な
救
済
の
思
し
召
し
は
建
前
で
あ
り
、
実
際
に
は
入
会
住
民
の
抵
抗
に
屈
し
て
下
賜
が
な

さ
れ
た
と
す
る
も
の
を
、
抵
抗
タ
イ
プ
と
呼
ぶ
。

　
表
2
は
、
表
1
に
示
し
た
市
町
村
史
に
お
け
る
恩
賜
林
記
述
の
タ
イ
プ
を
、
年
代
ご
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

数
え
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
七
〇
年
代
に
登
場
し
た
当
初
少
数

で
あ
っ
た
抵
抗
タ
イ
プ
は
そ
の
後
増
え
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
つ
い
に
救
済
タ
イ
プ
の
方
が

少
数
と
な
っ
た
。

2
　
参
照
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト

　
以
上
の
よ
う
に
、
下
賜
の
評
価
は
救
済
タ
イ
プ
と
抵
抗
タ
イ
プ
と
で
ま
っ
た
く
異
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
恩
賜
林
の
創
設
に
つ
い
て
正
反
対
の
記
憶
の
仕
方
が
県
内
に

混
在
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
こ
で
次
に
、
救
済
・
抵
抗
両
タ
イ
プ
の
記
憶
が
表
れ
た

県
内
の
他
の
テ
キ
ス
ト
を
探
し
た
。

　
救
済
タ
イ
プ
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
下
賜
の
翌
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
西
八
代
郡

誌
』
に
す
で
に
現
れ
て
い
た
。
戦
後
刊
行
さ
れ
た
市
町
村
史
に
も
、
全
件
数
に
対
す
る
割
合

は
縮
小
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
継
続
し
て
見
ら
れ

る
。
山
梨
県
内
で
こ
れ
ら
の
参
照
先
を
探
す
こ
と
は
た
や
す
い
。
図
1
は
甲
府
駅
北
側
か
ら
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ま
璽
・

図1　舞鶴城趾公園と謝恩碑（2007年7月　．筆者撮影）

ホ
ー
ム
を
は
さ
ん
で
見
た
、
舞
鶴
城
趾
で
あ
る
。
石
垣
と
復
元
さ

れ
た
櫓
だ
け
が
城
跡
ら
し
い
景
観
を
示
す
公
園
内
に
、
ひ
と
き
わ

高
く
そ
び
え
る
オ
ベ
リ
ス
ク
型
の
塔
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
御
料
地

下
賜
に
対
す
る
感
謝
を
表
す
た
め
に
一
九
二
〇
年
に
県
が
建
設
し

　
　
　
　
⑧

た
「
謝
恩
碑
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
建
設
当
時
の
山
梨
県
知
事
・

山
脇
春
樹
に
よ
る
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
現
代
語
訳

し
た
も
の
は
現
在
碑
の
前
に
パ
ネ
ル
で
表
示
さ
れ
て
い
る
し
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

た
下
賜
の
事
情
を
よ
く
表
し
て
い
る
と
し
て
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
明
治
天
皇
は
度
重
な
る

水
害
に
悩
ん
で
い
た
山
梨
県
の
復
興
の
た
め
に
、
御
料
地
を
県
の

財
産
と
し
て
与
え
た
。
県
民
は
こ
ぞ
っ
て
感
激
し
、
森
林
愛
護
の

精
神
を
強
め
、
ま
た
度
重
な
っ
た
水
害
の
悲
惨
さ
を
思
い
起
こ
し

て
は
お
そ
れ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
一
九
一
二
年
三
月
、
県
は
御
沙
汰
書
の
出
さ
れ
た
三
月
十
一
日

を
記
念
日
と
し
、
毎
年
こ
の
日
に
各
学
校
に
生
徒
や
職
員
を
集
め

て
校
長
や
教
員
か
ら
下
賜
の
「
聖
恩
」
に
つ
い
て
の
講
話
を
、
ま

た
県
か
ら
は
技
官
を
派
遣
し
林
業
上
に
関
す
る
講
話
を
さ
せ
る
こ

と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
「
皇
恩
の
洪
大
な
る
事
」
が
県
民
に
教

え
ら
れ
た
と
い
う
。
一
九
一
七
年
三
月
に
は
式
次
第
が
定
め
ら
れ
、
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⑩

以
後
こ
れ
に
従
っ
て
記
念
行
事
を
行
な
う
よ
う
、
各
役
所
や
学
校
に
通
牒
さ
れ
た
。
式
次
第
で
は
、
御
沙
汰
書
を
奉
読
す
る
こ
と
や
、
以
下
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
恩
賜
林
記
念
日
の
歌
」
（
一
九
一
七
年
制
定
）
を
歌
う
こ
と
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
に
は
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
た
み
く
ざ

　
　
　
（
｝
）
山
崩
う
水
は
さ
か
ま
き
て
、
う
ま
し
田
畑
を
お
し
な
が
し
、
移
ろ
ひ
か
は
る
国
原
や
、
し
げ
る
民
草
い
ろ
あ
せ
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
お
き
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
わ

　
　
　
（
｝
｝
）
み
め
ぐ
み
深
き
大
君
の
、
御
心
い
た
く
悩
ま
さ
れ
、
御
料
の
林
い
と
沢
に
、
下
し
給
ひ
し
か
し
こ
さ
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
す
く
に

　
　
　
（
三
）
青
垣
山
の
色
深
き
、
甲
斐
の
食
国
ゆ
る
ぎ
な
く
、
栄
ゆ
る
御
代
の
千
代
八
千
代
、
君
の
み
め
ぐ
み
仰
ぐ
か
な

　
戦
後
、
小
中
学
校
で
の
下
賜
記
念
行
事
は
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
が
、
現
在
も
謝
恩
碑
の
前
な
ど
で
恩
賜
林
下
賜
記
念
式
典
が
県
の
公
式
行

事
と
し
て
行
な
わ
れ
て
お
り
、
県
関
係
者
や
林
業
関
係
者
ら
が
出
席
し
て
い
る
。
ま
た
児
童
生
徒
に
対
し
て
は
、
県
内
の
小
学
五
年
春
全
員
に

　
　
　
　
　
　
⑫

『
く
ら
し
と
森
林
』
と
い
う
社
会
科
の
副
教
材
が
配
布
さ
れ
、
こ
の
中
で
も
謝
恩
碑
か
ら
救
済
の
記
憶
が
語
り
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

　
恩
賜
林
の
沿
革
を
記
述
し
た
県
の
刊
行
物
と
し
て
は
、
『
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
御
下
賜
○
周
年
記
念
誌
』
（
以
下
、
『
○
周
年
下
賜
記
念
誌
眠
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

が
あ
る
。
こ
れ
は
恩
賜
林
の
沿
革
、
現
在
の
管
理
状
況
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
、
下
賜
四
十
周
年
か
ら
十
年
ご
と
に
刊
行
さ
れ
、
救
済
タ
イ

プ
の
市
町
村
史
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
救
済
タ
イ
プ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
下
賜
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
県
に
よ
っ
て
多
数
生
産
さ
れ
て

お
り
、
県
の
公
式
な
見
解
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
⑭

　
次
に
抵
抗
タ
イ
プ
に
つ
い
て
、
例
え
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
忍
野
村
誌
』
の
記
述
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
長
い
間
に
わ
た
る
下
か
ら
の
入
会
民
に
よ
る
公
然
た
る
抵
抗
と
、
下
戻
運
動
、
そ
れ
に
三
〇
年
ご
ろ
か
ら
は
じ
ま
る
県
会
に
よ
る
請
願
、
一
方
、
入
会
御

　
　
料
地
の
合
理
的
経
営
に
ゆ
き
ず
ま
っ
て
い
た
御
料
周
は
、
一
歩
つ
つ
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
。
明
治
末
期
に
お
き
た
山
梨
県
下
の
二
度
の
大
水
害
、

　
　
累
年
水
災
を
こ
う
む
り
、
民
力
こ
れ
が
救
治
に
堪
え
ざ
る
の
窮
状
下
に
あ
る
県
民
を
、
あ
わ
れ
ま
せ
給
う
の
聖
慮
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
下
賜
さ
れ

　
　
た
。

　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
『
山
梨
の
百
年
』
・
咽
山
梨
県
の
歴
史
』
に
は
こ
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
が
見
え
、
『
忍
野
村
誌
価
が
こ
れ
ら
の
郷
土
史
研
究
書
を
参
照
し

た
の
は
疑
い
な
い
。
『
山
梨
の
百
年
』
は
、
佐
藤
森
三
、
上
野
晴
朗
、
飯
田
文
弥
の
三
人
の
著
名
な
郷
土
史
研
究
者
に
よ
る
も
の
で
、
一
九
六
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七
年
か
ら
N
H
K
甲
府
放
送
局
で
放
送
さ
れ
た
同
名
の
テ
レ
ビ
番
組
の
内
容
を
書
籍
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
、
明
治
改
元
か
ら
百
年
を
迎

え
る
に
あ
た
っ
て
、
政
府
は
「
明
治
百
年
」
を
振
り
返
り
記
念
す
る
国
家
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
推
進
し
て
い
た
。
実
際
に
、
日
本
各
地
で
は
地

方
自
治
体
に
よ
っ
て
記
念
式
典
や
記
念
出
版
な
ど
が
行
な
わ
れ
た
が
、
歴
史
学
関
係
の
五
十
四
学
会
は
国
家
事
業
と
し
て
の
記
念
祭
に
対
し
批

判
声
明
を
発
表
し
て
い
た
。
『
山
梨
の
百
年
』
も
、
明
治
百
年
を
記
念
す
る
記
念
番
組
と
し
て
放
送
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
著
者
三
人
は

「
明
治
百
年
を
、
た
だ
明
治
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
と
い
っ
て
お
祭
り
を
し
、
そ
れ
を
現
体
制
擁
護
に
結
び
つ
け
る
な
ら
、
そ
れ
は
ナ
ン
セ
ン

⑰ス
」
だ
と
い
う
態
度
を
と
り
、
明
治
期
の
県
令
に
よ
る
入
会
山
の
総
官
有
地
化
に
端
を
発
す
る
収
奪
過
程
を
批
判
的
に
捉
え
、
御
料
地
の
下
賜

も
「
聖
慮
」
に
よ
る
も
の
と
は
し
な
い
。

　
抵
抗
タ
イ
プ
が
最
初
に
現
れ
た
『
御
坂
町
誌
』
に
は
、
監
修
者
と
し
て
上
野
が
関
わ
っ
て
い
る
。
『
御
坂
町
誌
』
は
、
『
山
梨
の
百
年
』
の
成

果
が
上
野
を
通
じ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
上
野
や
佐
藤
、
飯
田
ら
が
編
纂
に
関
わ
っ
た
市
町
村
史
の
す
べ
て
が
、

抵
抗
タ
イ
プ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
上
野
に
関
し
て
言
え
ば
、
編
纂
や
指
導
な
ど
で
関
与
が
確
認
で
き
る
九
件
の
市
町
村
史
の
う
ち
、
淡
々

　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
た
記
述
が
二
件
、
救
済
タ
イ
プ
が
六
件
、
抵
抗
タ
イ
プ
が
二
件
で
あ
っ
た
。

　
御
料
地
下
賜
当
時
を
直
接
知
る
世
代
の
人
が
布
町
村
史
を
執
筆
し
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
体
験
談
・
証
言
が
市
町
村
史
に
採
録
さ
れ
て
い
る

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
文
か
ら
そ
れ
が
読
み
取
れ
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
下
賜
当
時
か
ら
敗
戦
前
の
問
の
い
つ
を
指
す
の
か
は
判
然
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
な
い
が
、
執
筆
者
自
身
の
経
験
か
ら
叙
述
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
も
の
と
し
て
、
抵
抗
タ
イ
プ
の
『
長
坂
町
誌
』
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

戦
前
に
小
中
学
校
で
行
な
わ
れ
た
記
念
行
事
の
訓
話
は
、
小
学
生
の
納
得
で
き
る
よ
う
な
道
理
で
は
な
か
っ
た
と
回
顧
さ
れ
て
い
る
。

　
　
八
ヶ
岳
山
麓
の
恩
賜
林
は
七
七
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
こ
の
御
料
地
の
金
製
を
ご
下
賜
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
ど
れ
ほ
ど
あ
り
が
た
い
の
か
、

　
　
当
時
の
小
学
生
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
山
は
昔
か
ら
そ
こ
に
あ
り
山
に
入
っ
て
薪
を
と
り
草
刈
り
も
し
た
。
そ
れ
な
の
に
御
料
地
を
山
梨
県
で
も
ら
い

　
　
受
け
て
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
あ
り
が
た
い
の
だ
ろ
う
か
と
、
幼
な
心
を
い
た
め
た
も
の
だ
っ
た
。
…
…
「
山
梨
県
は
お
こ
ず
か
い
を
も
ら
っ
た
の
だ
」
と

　
　
教
え
て
も
ら
え
ば
幼
な
心
を
傷
め
ず
に
す
ん
だ
の
に
、
教
育
の
あ
り
方
に
も
注
文
を
つ
け
た
い
。
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ローーカル・ヒストリーと共同体（南都）

　
こ
れ
ま
で
、
県
の
刊
行
物
に
抵
抗
タ
イ
プ
の
も
の
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
新
し
い
県
史
で
は
、
下
賜
に
い
た
る
ま
で
の
諸
問
題
や
、
下
賜

当
時
に
県
が
行
な
っ
た
謝
恩
事
業
に
対
し
県
民
の
あ
い
だ
に
疑
問
や
不
満
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
記
述
し
、
当
時
の
県
政
を
批
判
的
に
捉
え
て

い
る
。
例
え
ば
南
都
留
郡
瑞
穂
村
（
現
窟
士
吉
田
市
）
村
長
・
渡
辺
減
量
は
、
山
脇
春
樹
知
事
宛
て
の
伺
い
書
で
、
「
恩
賜
の
恩
恵
」
を
県
吏
が

唱
導
し
て
も
関
係
村
民
は
ま
っ
た
く
感
じ
ず
、
「
薫
れ
恩
賜
に
あ
ら
ず
し
て
鼠
輩
な
り
と
の
怨
嵯
の
声
」
が
し
き
り
に
聞
か
れ
る
と
い
い
、
御

料
林
当
時
よ
り
も
県
の
草
木
採
取
集
管
理
が
厳
し
く
な
っ
た
と
町
村
民
が
感
じ
て
い
る
状
況
で
、
小
学
校
で
児
童
に
こ
と
さ
ら
に
「
恩
賜
の
恩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

恵
」
を
強
調
す
れ
ば
、
児
童
と
父
兄
の
感
情
が
矛
盾
し
教
育
へ
の
不
信
が
生
ず
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
憂
え
て
い
た
と
い
う
。
今
後
の
市
町

村
史
編
纂
に
は
、
こ
の
よ
う
な
県
史
の
記
述
も
参
照
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

①
『
薪
装
明
野
村
誌
本
誌
編
臨
、
新
装
明
野
村
誌
編
纂
委
員
会
、
明
野
村
、
…

　
九
九
六
出
＋
、
　
一
一
六
六
頁
。

②
㎎
西
八
代
郡
誌
臨
、
山
梨
県
西
八
代
郡
役
所
、
一
九
一
二
年
、
＝
頁
。

③
魍
上
野
原
町
誌
㎞
（
表
ユ
資
料
番
号
M
蜥
）
、
『
鰍
沢
町
誌
』
（
甑
㎜
）
。

④
噸
明
野
村
誌
挽
（
α
o
M
騨
G
5
）
、
『
南
部
町
誌
腕
（
M
鰯
）
、
蟹
宮
町
出
切
（
甑
棚
）
、

　
明
市
川
大
門
町
誌
臨
（
M
鰯
）
。

⑤
噌
御
坂
町
誌
本
誌
編
㎏
、
御
坂
町
誌
編
纂
委
員
会
、
御
坂
町
、
｝
九
七
一
年
、

　
七
九
四
～
七
九
五
頁
。

⑥
『
石
和
町
誌
第
一
巻
樽
、
石
和
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
、
石
和
町
、
一
九
八
七

　
年
、
　
一
一
四
二
頁
。

⑦
表
ユ
に
あ
げ
た
六
九
件
の
う
ち
、
新
し
い
噸
山
梨
市
蕪
稿
（
M
鵬
）
に
は
ま
だ

　
史
料
編
、
文
化
財
・
社
寺
編
、
民
俗
編
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
表
2
で
は
数
え
て

　
い
な
い
。
一
件
の
市
町
村
史
の
う
ち
に
恩
賜
林
記
述
が
複
数
回
見
ら
れ
る
も
の
も

　
あ
る
が
、
救
済
と
抵
抗
の
栢
反
す
る
記
述
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
叫
若
草
町
誌
㎏
（
蜘

㎜
）
と
『
中
道
町
史
』
（
酌
㎜
）
に
つ
い
て
の
み
そ
れ
ぞ
れ
二
件
と
し
、
救
済
・
抵

　
抗
の
両
方
に
数
え
た
。
そ
の
た
め
総
数
は
七
〇
件
で
あ
る
。
刊
行
年
代
は
恩
賜
林

　
記
述
の
あ
っ
た
（
ま
た
は
他
の
記
述
内
容
・
対
象
時
期
か
ら
見
て
恩
賜
林
記
述
が

　
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
）
巻
の
も
の
。

⑧
碑
の
建
設
は
、
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
Q
年
ま
で
三
か
年
、
九
万
九
、
五
二

　
八
円
を
費
や
し
て
行
な
わ
れ
た
。
碑
の
高
さ
は
約
一
八
．
ニ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

　
山
梨
県
「
恩
賜
林
に
つ
い
て
」
、
卸
賢
＼
＼
毛
≦
≦
も
「
Φ
｛
■
巻
言
出
づ
要
撃
貯
鼠
費
自
圖
＼

　
。
。
ぎ
門
口
山
Q
ヨ
＼
卜
。
ゆ
一
〇
刈
G
。
ω
器
0
9
謎
語
（
二
〇
〇
七
年
十
月
十
八
日
確
認
）

⑨
前
掲
注
⑧

⑩
『
大
正
山
梨
県
誌
面
、
佐
藤
源
太
郎
、
一
九
二
七
年
、
二
｝
○
頁
。

⑪
一
章
注
⑩
、
三
二
二
～
三
二
三
頁
。

⑫
『
く
ら
し
と
森
林
臨
、
山
梨
県
緑
化
推
進
機
構
、
二
〇
〇
五
年
、
九
頁
。
改
定

　
さ
れ
る
た
び
に
県
有
林
に
関
す
る
記
述
も
変
更
が
舶
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

　
は
山
梨
県
緑
化
推
進
機
構
と
山
梨
県
、
山
梨
県
教
育
委
員
会
、
山
梨
県
森
林
土
木

　
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
共
著
に
よ
る
、
二
〇
〇
五
年
版
を
参
照
し
た
。

⑬
四
十
周
年
か
ら
順
に
、
一
九
五
二
年
、
一
九
六
一
年
、
一
九
七
一
年
、
一
九
八

　
一
年
、
一
九
九
一
年
、
二
〇
〇
二
年
の
刊
行
。
そ
れ
以
前
に
は
、
下
賜
二
十
五
周

　
年
を
記
念
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
沿
革
誌
輪
、
山
梨
県
、
　
【

　
九
三
六
年
も
あ
る
Q

⑭
『
忍
野
村
誌
第
二
巻
㎞
、
忍
野
村
、
一
九
八
九
年
、
七
五
七
頁
。
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⑮
佐
藤
森
三
・
上
野
晴
朗
・
飯
田
文
弥
『
山
梨
の
百
年
』
、
N
H
K
サ
ー
ビ
ス
セ

　
ン
タ
ー
甲
府
支
所
、
　
一
九
六
八
年
、
二
五
二
頁
。

⑯
磯
貝
正
義
・
飯
田
文
弥
『
山
梨
県
の
歴
史
（
県
史
シ
リ
ー
ズ
一
九
）
撫
、
山
勘
出

　
版
社
、
一
九
七
三
年
、
二
四
五
頁
。

⑰
前
掲
注
⑮
、
四
二
一
頁
。

⑱
『
勝
沼
町
誌
』
（
0
』
士
N
胆
）
、
『
白
根
町
誌
』
（
馬
脳
）
。

⑲
『
明
野
村
誌
隔
（
晦
㎜
）
、
『
南
部
町
誌
臨
（
晦
鰯
）
、
蟹
宮
町
誌
輪
（
M
鵬
）
、

第
三
章
　
恩
賜
林
保
護
地
域
に
お
け
る
記
憶
と
共
同
体

　
『
八
代
町
誌
』
（
恥
伽
）
、
噸
新
装
明
野
村
阻
隔
（
甑
囎
）
、
糊
中
道
町
史
下
巻
』

　
（
甑
倣
）
。

⑳
『
御
坂
町
二
心
（
甑
㎝
）
、
『
中
道
町
史
上
巻
撫
（
M
腰
）
。

⑳
『
長
坂
町
誌
下
巻
臨
、
長
坂
町
誌
編
纂
委
員
会
、
長
坂
町
、
～
九
九
〇
年
、

　
ニ
ニ
ぬ
ハ
～
ニ
ニ
七
百
ハ
。

⑫
　
　
『
山
梨
県
史
　
通
史
編
五
　
近
現
代
一
隔
、
山
梨
県
、
二
〇
〇
五
年
、
四
〇
九

　
頁
。

　
こ
こ
で
、
恩
賜
県
有
財
産
保
護
団
体
（
以
下
、
保
護
団
体
）
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
下
賜
後
は
、
御
料
地
時
代
に
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
が

草
木
の
払
下
げ
を
受
け
た
慣
行
を
も
つ
町
村
、
つ
ま
り
官
民
有
区
分
ま
で
入
会
を
し
て
い
た
生
々
が
、
下
賜
当
時
の
町
村
ご
と
に
保
護
団
体
と

し
て
組
織
さ
れ
た
。
同
一
の
恩
賜
林
に
対
し
数
町
村
が
払
下
げ
慣
行
を
も
つ
場
合
は
、
事
務
を
共
同
処
理
す
る
た
め
町
村
組
合
を
組
織
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
と
さ
れ
た
。
一
九
一
二
年
制
定
の
「
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
管
理
規
則
」
に
よ
り
、
保
護
団
体
に
は
、
火
災
予
防
や
消
防
、
盗
伐
防
止
、
有

、
害
動
物
の
予
防
・
駆
除
、
境
界
標
の
保
存
、
稚
樹
の
保
育
、
看
守
人
の
設
置
、
入
山
管
理
な
ど
の
責
任
が
課
さ
れ
た
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
恩

賜
林
の
樹
木
を
売
り
払
う
た
び
に
交
付
金
が
支
給
さ
れ
る
ほ
か
、
林
産
物
の
払
下
を
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
恩
賜
林
の
維
持
管
理
と
利
用
が

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
保
護
団
体
に
よ
り
行
な
わ
れ
て
き
た
。

　
大
部
分
の
保
護
団
体
は
一
九
一
二
年
に
設
立
さ
れ
、
布
町
村
合
併
に
伴
い
名
称
や
法
律
上
の
形
を
変
え
な
が
ら
も
、
現
在
ま
で
そ
の
多
く
が

　
　
　
　
　
　
②

存
続
し
て
い
る
。
従
来
の
保
護
団
体
の
組
織
は
市
町
村
及
び
市
町
村
組
合
の
み
だ
っ
た
が
、
一
九
五
三
年
以
降
推
進
さ
れ
た
市
町
村
合
併
に
伴

い
、
従
来
の
別
々
の
保
護
団
体
ど
う
し
が
岡
一
の
市
町
村
に
合
併
さ
れ
た
場
合
は
、
こ
れ
を
地
方
自
治
法
第
二
九
四
条
に
基
づ
き
財
産
区
と
し

た
。
保
護
団
体
数
は
、
二
〇
〇
一
年
時
点
で
市
町
村
単
独
の
も
の
が
一
五
、
財
産
区
形
態
の
も
の
が
八
二
、
組
合
形
態
の
も
の
が
六
二
で
、
計

　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

一
五
九
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
昭
和
町
・
玉
穂
町
・
竜
王
町
、
丹
波
山
村
・
道
志
村
、
六
郷
町
を
除
い
た
す
べ
て
の
市
町
村
が
関
係
し
て
い
る
。
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関
係
保
護
団
体
数
が
最
も
多
い
の
は
韮
崎
市
で
、
韮
崎
市
内
に
恩
賜
林
保
護
区
域
を
も
つ
一
二
団
体
と
、
市
外
に
保
護
区
域
を
も
つ
六
団
体
と

　
　
　
　
　
　
⑦

に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
恩
賜
林
の
管
理
は
旧
来
か
ら
の
入
会
の
状
況
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、
保
護
区
域
や
関
係
す
る
共
同
体
の

範
囲
も
、
現
在
の
市
町
村
と
は
大
き
く
異
な
る
。

　
そ
こ
で
、
市
町
村
で
は
な
く
保
護
団
体
に
関
係
す
る
地
域
を
一
つ
の
単
位
と
し
、
二
つ
の
保
護
団
体
を
事
例
と
し
て
と
り
あ
げ
、
救
済
タ
イ

プ
・
抵
抗
タ
イ
プ
そ
れ
ぞ
れ
に
表
現
さ
れ
た
御
料
地
下
賜
の
記
憶
が
地
域
の
共
同
体
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。

1

救
済
タ
イ
プ
　
念
場
ヶ
原
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ん
ば
　
が
は
ら

　
一
つ
目
の
事
例
と
す
る
保
護
団
体
は
、
県
北
部
の
高
根
町
（
下
北
杜
市
）
の
一
部
、
念
場
ヶ
原
山
恩
賜
林
保
護
財
産
区
（
以
下
、
念
場
ヶ
原
財

産
区
）
で
あ
る
。
そ
の
保
護
区
域
は
、
標
高
　
、
○
○
○
メ
ー
ト
ル
以
北
の
清
里
高
原
を
中
心
と
し
て
赤
岳
山
頂
の
二
、
八
九
八
メ
ー
ト
ル
に
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

び
、
一
一
〇
〇
一
年
時
点
で
の
面
積
は
一
、
四
〇
八
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。
以
下
、
念
場
ヶ
原
財
産
区
の
保
護
区
域
と
そ
の
周
辺
地
域
を
「
念
場

ヶ
原
」
と
呼
ぶ
。
清
里
高
原
に
は
、
戦
後
に
ゴ
ル
フ
場
や
観
光
牧
場
、
別
荘
、
学
校
寮
が
数
多
く
立
地
す
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
八
ヶ
岳

南
麓
観
光
地
域
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
⑨

　
『
高
根
町
誌
』
は
、
下
賜
に
つ
い
て
救
済
タ
イ
プ
の
書
き
方
を
し
て
い
る
。
恩
賜
林
成
立
ま
で
の
歴
史
に
つ
い
て
、
『
下
賜
記
念
誌
』
を
そ

の
ま
ま
引
用
し
た
箇
所
も
あ
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
町
誌
独
自
の
記
述
も
あ
る
。

　
　
県
土
の
約
三
割
を
占
め
、
県
民
の
貴
重
な
財
産
で
あ
る
恩
賜
林
は
、
ご
下
賜
か
ら
七
十
六
年
の
歴
史
を
刻
ん
で
き
た
。
ご
下
賜
当
時
の
水
害
の
惨
状
に
思

　
　
い
を
い
た
し
、
｝
凝
し
て
七
島
の
保
全
と
森
林
資
源
の
整
備
充
実
を
基
本
理
念
と
し
て
、
長
い
間
守
り
育
て
て
き
た
先
人
達
の
幾
多
の
苦
労
に
感
謝
を
し

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
恩
賜
県
有
財
産
は
、
地
域
住
民
や
保
護
団
体
と
の
協
力
関
係
や
信
頼
関
係
の
う
え
に
存
在
し
て
き
た
特
殊
な
財
産
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
を
考
え
る
と
き
、
時
代
の
要
請
に
こ
た
え
て
こ
の
財
産
を
高
度
に
利
用
す
る
場
合
に
は
、
地
元
保
護
団
体
の
協
力
を
得
る
こ
と

　
　
が
基
本
的
要
件
で
あ
る
。
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こ
こ
で
い
う
「
時
代
の
要
請
」
と
は
、
一
九
七
三
年
に
県
有
林
に
関
す
る
規
定
に
加
え
ら
れ
た
「
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
土
地
利
用
条
例
」

に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
条
例
は
、
「
恩
賜
県
有
財
産
を
県
の
策
定
す
る
長
期
開
発
計
画
に
基
づ
く
事
業
の
用
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
恩
賜

県
有
財
産
の
公
益
的
機
能
の
拡
充
と
地
域
社
会
の
振
興
を
図
る
こ
と
」
（
同
条
例
第
一
条
）
を
目
的
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
、
事
業
に
協
力

し
た
保
護
団
体
に
は
交
付
金
が
交
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
念
場
ヶ
原
財
産
区
は
、
町
誌
刊
行
の
こ
ろ
県
の
開
発
計
画
に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
た
。
一
九
八
三
年
に
は
県
有
林
高
度
活
用
事
業
の
第
一

号
と
し
て
県
企
業
局
に
ゴ
ル
フ
亡
婦
の
施
設
で
あ
る
つ
丘
の
公
園
」
用
地
を
提
供
し
、
ま
た
一
九
八
五
年
に
は
保
健
休
養
施
設
「
清
里
の
森
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

（
一
九
八
四
年
着
工
）
の
管
理
経
営
を
行
な
う
た
め
、
山
梨
県
と
共
同
出
資
し
て
清
里
の
森
管
理
公
社
を
設
立
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
愚
闇
刊
行
の
前
年
に
念
場
ヶ
原
財
産
区
は
沿
革
誌
を
刊
行
し
て
い
る
。
沿
革
誌
の
第
一
編
は
高
根
町
の
概
要
と
沿
革
、
第
二
編
は
恩
賜
林
管

理
経
営
、
第
三
編
は
資
料
編
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
第
二
編
は
、
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
は
開
発
前
史
と
し
て
、
『
下
賜
記
念

誌
』
に
よ
る
「
県
下
の
概
要
」
に
、
「
念
場
ヶ
原
山
の
経
過
」
を
項
目
ご
と
に
並
置
す
る
形
式
で
あ
る
。
続
い
て
第
七
章
「
八
ヶ
岳
開
発
と
県

有
林
の
高
度
利
用
」
に
は
、
県
立
自
然
公
園
、
国
定
公
園
、
教
育
林
、
清
泉
寮
、
学
校
寮
、
別
荘
借
地
な
ど
こ
れ
ま
で
の
念
場
ヶ
原
の
利
用
・

開
発
の
概
要
を
示
し
、
最
後
の
節
に
丘
の
公
園
、
清
里
の
森
開
発
に
い
た
る
経
過
と
概
要
を
記
す
。
第
八
章
は
、
財
産
区
の
下
部
組
織
に
つ
い

て
で
あ
る
。

　
沿
革
誌
刊
行
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
丘
の
公
園
、
清
里
の
森
の
開
発
で
あ
る
が
、
第
二
編
第
七
章
の
申
で
何
度
も
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、

県
有
林
高
度
利
用
に
よ
っ
て
地
域
の
入
会
権
が
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
入
会
権
を
確
保
し
つ
つ
開
発
を
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

か
っ
て
行
く
こ
と
と
し
…
…
」
と
い
う
記
述
や
、
「
入
会
権
の
永
久
保
証
の
点
に
つ
い
て
協
議
し
、
入
会
慣
行
は
将
人
的
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と

の
結
論
に
達
し
、
開
発
に
協
力
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
…
…
町
は
重
ね
て
土
地
利
用
は
入
会
権
を
失
う
も
の
で
は
な
く
、
地
域
開
発
を
行
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

そ
の
地
域
に
貢
献
し
、
ひ
い
て
は
恩
賜
林
会
計
を
潤
す
こ
と
に
な
る
と
主
張
し
た
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
県
有
林
の
開
発
は
、
地
域
の
伝

統
的
権
利
で
あ
る
入
会
権
が
確
保
さ
れ
る
と
い
う
条
件
に
よ
っ
て
、
先
人
が
美
挙
を
育
成
・
保
護
し
て
き
た
努
力
と
矛
盾
し
な
い
も
の
と
さ
れ
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て
い
る
。
沿
革
誌
に
高
根
町
長
や
山
梨
県
知
事
が
序
文
を
寄
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
財
産
区
・
高
根
町
・
県
の
共
通
の
過
去
認
識
と
考
え
ら
れ

る
。　

『
高
根
町
誌
』
は
、
保
護
団
体
と
町
、
県
が
県
有
林
開
発
に
お
い
て
協
力
関
係
に
あ
る
念
場
ヶ
原
の
事
情
を
反
映
し
て
、
先
に
あ
げ
た
よ
う

に
「
県
民
」
・
「
先
人
」
・
現
在
の
「
地
域
住
民
」
・
「
保
護
団
体
」
を
調
和
的
な
・
王
語
と
し
て
登
場
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
場
合

の
「
先
人
」
と
は
、
地
域
の
恩
賜
林
を
育
て
て
き
た
地
域
住
民
だ
け
で
な
く
、
「
磁
土
の
保
全
と
森
林
資
源
の
整
備
充
実
」
の
た
め
に
県
内
各

地
で
恩
賜
林
に
関
わ
っ
て
き
た
県
民
ま
で
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

2

抵
抗
タ
イ
プ
　
北
富
士
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
の
む
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
か

　
も
う
一
つ
の
事
例
と
す
る
保
護
団
体
は
、
県
南
部
の
富
士
吉
田
市
、
山
中
湖
村
、
忍
野
村
の
一
稼
二
村
が
関
係
す
る
、
富
士
吉
田
市
外
二
ヶ

村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
（
以
下
、
吉
田
恩
組
）
で
あ
る
（
図
2
）
。
組
合
の
管
理
区
域
は
山
中
湖
よ
り
南
側
の
富
士
北
陸
で
あ
る
。
以
下
、

吉
田
恩
組
の
保
護
区
域
と
そ
の
周
辺
地
域
を
「
北
富
士
」
と
呼
ぶ
。
吉
田
隣
組
の
管
理
地
は
、
県
有
地
五
、
八
一
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
国
有
地
一
、

九
六
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
組
合
有
地
響
〇
ニ
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
総
計
八
、
一
七
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
、
そ
の
う
ち
四
、
四
〇
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
北
富
士
演

　
　
　
　
　
　
　
⑪

習
場
ど
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
福
地
村
外
四
ヶ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
（
現
吉
田
恩
組
）
の
管
理
し
て
い
た
組
合
有
地
や
県
有
地
が
、
一

九
三
六
年
か
ら
一
九
三
八
年
に
か
け
て
旧
日
本
陸
軍
に
よ
り
強
制
買
収
さ
れ
、
陸
軍
演
習
場
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
戦
後
は
米
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
よ
る
接
収
、
一
九
七
三
年
の
自
衛
隊
へ
の
使
用
転
換
を
経
て
、
現
在
陸
上
自
衛
隊
と
米
軍
の
使
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。

　
恩
賜
林
に
つ
い
て
、
新
版
『
富
士
吉
田
市
史
』
（
M
側
）
と
『
忍
野
村
誌
』
（
M
慨
）
は
抵
抗
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
『
山
中
湖
村
史
』
（
甑
㈱
）
は

叙
述
す
る
年
代
や
テ
ー
マ
に
偏
り
が
あ
り
宮
民
有
区
分
ま
で
の
記
述
し
か
な
い
が
、
入
会
権
の
歴
史
的
存
続
を
確
認
す
る
意
図
を
も
っ
て
そ
れ

を
詳
述
し
て
い
る
。
た
だ
し
新
版
『
富
士
吉
田
市
史
』
は
通
史
の
た
め
、
官
民
有
区
分
、
御
料
地
と
山
野
の
利
用
、
御
料
地
の
下
賜
が
頁
を
隔

て
て
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
旧
版
の
『
富
士
吉
田
市
史
』
（
漁
鵬
）
は
、
演
習
場
問
題
に
つ
い
て
は
詳
し
い
が
恩
賜
林
の
歴
史
に
つ
い
て
は
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　　　　　　　　　　　図2　北富士の旧村と演習場

山梨県と静岡県の間は一部境界未定。市町村界・市町村名は2002年時点。北富士演

習場の範囲は，旧一一か村の火入れによって明らかな，2005年3月2日時点の国有
地部分1，904haについて示したが，それに隣i接して県有地部分2，398haと公民有地部

分297haもある。山梨県「北富士演習場の概要」，

https：〃www．pre£ya皿anashi．jprriertm1／kitafuji／6＿003．htm1（2007年10月18日確
認）

淡
々
と
し
た
記
述
で
あ
っ
た
。

　
地
元
は
、
演
習
場
の
使
用
に
よ
る
林
野

利
用
の
阻
害
に
対
し
、
戦
後
に
な
っ
て
国

に
補
償
を
要
求
し
た
が
、
そ
の
根
拠
と
し

て
県
に
入
会
慣
行
の
確
認
を
求
め
て
い
る
。

当
初
、
県
は
地
元
の
主
張
を
認
め
後
援
し

て
い
た
。
し
か
し
富
士
北
麓
総
合
開
発
が

県
政
の
新
た
な
中
心
課
題
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
、
元
県
有
地
で
あ
る
北
富
士
演
習

場
に
入
会
慣
行
を
認
め
る
こ
と
は
県
有
地

開
発
に
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
と
予
測

し
、
一
転
し
て
地
元
の
入
会
慣
行
を
否
定

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
六
三
年
二
月
、

県
林
務
部
長
は
横
浜
防
衛
施
設
局
に
対
し
、

北
富
士
演
習
場
内
県
有
地
に
入
会
慣
行
は

存
在
し
な
い
と
の
回
答
を
行
な
っ
た
。
同

年
六
月
二
十
五
日
の
県
議
会
答
弁
で
も
、

知
事
は
県
有
林
に
入
会
権
・
入
会
慣
行
は

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

な
い
と
宣
言
し
て
い
る
。
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組
合
関
係
者
に
対
す
る
林
業
補
償
だ
け
で
な
く
、
演
習
場
が
所
在
す
る
富
士
吉
田
市
・
山
中
湖
村
、
自
衛
隊
駐
屯
地
の
あ
る
忍
野
村
に
は
多

　
　
　
　
　
　
⑰

額
の
基
地
交
付
金
が
支
払
わ
れ
、
市
村
・
組
合
・
入
会
集
団
間
の
利
害
の
調
節
は
複
雑
で
あ
る
。
県
政
転
換
の
際
に
は
県
有
林
問
題
が
開
発
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

演
習
場
問
題
と
し
て
浮
上
し
、
県
政
選
択
の
指
標
に
な
っ
て
い
る
と
さ
え
一
欝
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
、
吉
田
恩
組
は
組
合
の
沿
革
誌
と
し
て
『
恩
賜
林
組
合
史
』
（
全
四
巻
）
を
刊
行
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
入
会

権
の
存
続
を
示
す
た
め
に
、
近
世
期
の
入
会
状
況
か
ら
官
民
有
区
分
、
御
料
地
編
入
、
御
料
地
下
賜
、
演
習
場
の
設
置
、
現
在
ま
で
続
く
基
地

問
題
、
林
業
補
償
の
問
題
な
ど
が
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
編
纂
者
は
県
外
か
ら
招
い
た
法
制
史
学
者
の
北
條
　
浩
だ
が
、
彼
は
『
恩
賜
林

組
合
史
』
刊
行
前
に
、
『
山
中
湖
村
史
』
の
官
藩
学
区
分
に
関
す
る
巻
も
編
纂
し
て
い
る
。
『
恩
賜
林
組
合
史
』
は
抵
抗
タ
イ
プ
で
あ
り
、
下
賜

は
「
山
梨
県
入
会
民
の
抵
抗
が
強
い
た
め
に
御
料
林
野
経
営
が
で
き
な
く
な
っ
て
御
料
当
局
（
帝
室
林
野
管
理
局
）
が
手
放
し
た
の
が
実
相
で
あ

⑲る
」
と
し
て
い
る
。

　
北
富
士
の
入
会
地
に
つ
い
て
は
、
戦
時
期
に
陸
軍
が
強
制
的
に
接
収
し
て
演
習
場
を
設
け
た
事
情
も
あ
り
、
地
元
関
係
者
の
手
か
ら
収
奪
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

れ
た
も
の
と
の
認
識
が
う
か
が
え
る
点
で
三
つ
の
市
町
村
史
・
『
恩
賜
林
組
合
史
』
と
も
共
通
し
て
い
る
が
、
『
忍
野
村
誌
』
の
以
下
の
記
述
は

他
の
史
誌
と
は
対
立
的
で
あ
る
。

　
　
梨
ケ
原
一
帯
の
入
会
権
は
忍
草
住
民
の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
吾
々
の
祖
先
は
忍
草
の
発
展
を
支
え
て
き
た
の
で

　
　
あ
る
。
そ
し
て
吾
々
が
必
要
と
す
る
限
り
こ
の
権
益
は
永
久
に
忍
草
区
民
の
権
益
と
し
て
存
続
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
入
会
権
は
、
実
行
に
よ
つ

　
　
て
の
み
存
続
さ
れ
る
権
利
で
あ
る
の
で
梨
ケ
原
一
帯
の
使
用
収
益
を
如
実
に
実
施
し
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
忍
草
入
会
住
民
は
、
小
異
を

　
　
捨
て
て
「
入
会
権
擁
護
の
大
道
に
つ
き
入
会
集
団
全
員
が
一
致
団
結
し
て
」
そ
の
存
続
に
勢
力
し
、
こ
の
権
利
を
子
孫
に
引
継
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ぼ
く
さ

　
こ
こ
で
の
主
語
「
吾
々
」
と
は
、
「
忍
草
入
会
住
民
」
で
あ
る
。
忍
野
村
は
、
忍
草
・
内
野
の
二
つ
の
旧
村
が
一
八
七
五
年
に
合
併
し
て
以

来
、
現
在
ま
で
そ
の
区
域
に
大
き
な
変
化
は
な
い
が
、
両
地
区
の
間
に
は
罠
情
の
齪
飴
が
あ
り
、
一
九
一
〇
年
以
降
に
強
行
さ
れ
た
部
落
有
財
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3　恩賜林ふれあい広場　　（2006年9月　筆者撮影）

産
統
一
政
策
が
、
村
の
統
一
を
か
く
乱
す
る
要
素
と
な
っ
た
と
い

⑳う
。
村
誌
に
お
い
て
も
内
野
と
忍
草
の
財
産
は
章
を
分
け
て
別
々

に
そ
の
歴
史
が
書
か
れ
て
お
り
、
右
の
引
用
は
「
忍
草
の
部
」
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
忍
草
は
吉
田
恩
組
の
管
理
地
に
権
利
を
も
つ

「
旧
一
一
か
村
」
に
含
ま
れ
る
が
、
内
野
は
含
ま
れ
な
い
。

　
旧
＝
か
村
と
は
、
富
士
吉
田
市
の
旧
七
力
村
（
幽
明
見
・
大

明
見
・
新
倉
・
下
吉
田
・
新
屋
・
松
山
・
上
吉
田
）
、
山
中
湖
村
の
三

三
力
村
（
長
池
・
平
野
・
山
中
）
、
忍
野
村
の
旧
一
か
村
（
忍
草
）
の

こ
と
で
あ
る
。
吉
田
恩
組
に
よ
る
と
、
近
代
初
頭
ま
で
北
富
士
一

帯
の
山
林
原
野
は
一
一
か
村
が
総
有
的
に
利
用
し
て
き
た
も
の
で

あ
り
、
こ
の
一
一
か
村
総
有
入
会
の
か
た
ち
は
一
七
三
六
年
に
江

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

戸
幕
府
か
ら
下
さ
れ
た
裁
許
状
に
公
式
な
起
源
を
も
つ
と
い
う
。

　
富
士
吉
田
市
上
吉
田
の
吉
田
恩
組
事
務
所
跡
地
は
、
一
九
九
五

年
に
「
恩
賜
林
ふ
れ
あ
い
広
場
」
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
入
り
口
に
は
吉
田
恩
組
の
前
身
「
福
地
村
外
四
ヶ
村
組
合
」

に
よ
る
「
富
士
御
料
林
入
山
鑑
札
」
や
、
旧
一
一
か
村
そ
れ
ぞ
れ

の
名
を
記
し
た
木
の
柱
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る
（
図
3
）
。
ま

た
、
広
場
の
奥
に
設
置
さ
れ
た
案
内
板
「
富
士
北
麓
入
会
の
足

跡
」
は
、
一
七
三
六
年
の
山
論
裁
許
に
よ
っ
て
＝
一
ヶ
村
住
民

ユ22 （920）
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み
ん
な
の
入
会
地
」
と
さ
れ
た
こ
と
か
ら
始
め
、
「
先
人
が
血
と
汗
で
連
綿
と
し
て
護
り
通
し
た
尊
い
入
会
権
を
擁
護
し
、
後
世
に
伝
え
て
い

く
こ
と
は
今
に
生
き
る
我
々
の
重
大
な
責
務
で
あ
り
ま
す
。
」
と
い
う
文
で
締
め
く
く
る
。
こ
の
場
合
の
「
先
人
」
や
「
我
々
」
が
「
＝
ヶ

村
住
民
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
忍
草
は
梨
ケ
原
地
区
の
土
地
に
忍
草
固
有
の
権
利
が
あ
る
こ
と
や
、
旧
＝
か
村
の
中
で
数
少
な
い
農
業
集
落
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
衛
隊

の
演
習
に
よ
る
入
会
行
為
阻
害
に
対
す
る
補
償
金
を
他
の
旧
村
よ
り
も
多
く
受
け
取
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
て
い
た
。
「
旧
＝

か
村
」
を
そ
の
主
語
と
す
る
『
恩
賜
林
組
合
史
』
は
、
忍
草
の
単
独
の
権
利
主
張
を
、
旧
一
一
か
村
共
有
の
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

し
く
批
判
す
る
。
吉
田
恩
組
に
関
係
す
る
各
入
会
集
団
か
ら
も
何
度
も
非
難
の
声
が
あ
が
り
、
北
富
士
演
習
場
の
自
衛
隊
へ
の
使
用
転
換
を
め

ぐ
る
議
論
や
、
林
野
雑
産
物
補
償
な
ど
の
取
り
決
め
の
場
面
で
複
雑
な
地
域
内
対
立
を
起
こ
し
、
県
や
国
と
の
交
渉
が
難
航
す
る
原
因
の
一
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
な
っ
て
き
た
と
い
う
。

　
『
忍
野
村
後
世
本
文
中
の
恩
賜
林
記
述
を
見
る
と
、
そ
の
内
実
は
書
名
か
ら
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
「
忍
野
村
民
」
の
共
同
性
を
謳
う
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
忍
野
村
を
構
成
す
る
忍
草
・
内
野
の
二
つ
の
旧
村
は
財
産
の
権
利
に
関
し
て
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
、
財
産
の
統
｛
に

対
し
根
強
い
抵
抗
感
が
う
か
が
え
る
。
さ
ら
に
忍
草
に
つ
い
て
は
、
村
域
を
超
え
て
そ
れ
が
本
来
含
ま
れ
る
は
ず
の
旧
一
～
か
村
の
連
合
組
織

と
も
利
害
を
と
も
に
し
な
い
、
独
自
の
共
同
体
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

3

帯
町
村
の
領
域
と
「
記
憶
の
共
同
体
」

　
こ
こ
で
、
恩
賜
林
叙
述
と
主
語
に
つ
い
て
整
理
を
行
な
い
た
い
。
念
場
ヶ
原
で
は
、
救
済
タ
イ
プ
の
町
誌
・
財
産
区
沿
革
誌
双
方
に
お
い
て
、

保
護
団
体
・
地
域
住
民
・
県
民
が
利
害
の
一
致
し
た
調
和
的
主
語
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。
『
高
根
町
誌
』
に
お
け
る
「
先
人
」
と
は
、
そ
の

地
域
に
住
ん
で
き
た
人
々
を
指
す
ば
か
り
で
な
く
、
県
内
各
地
で
恩
賜
林
に
関
わ
っ
て
き
た
県
民
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
北
富
士
で
は
、
抵
抗
タ
イ
プ
の
特
に
『
忍
野
村
誌
』
・
『
恩
賜
林
組
合
史
』
に
お
い
て
、
県
民
全
体
と
い
っ
た
大
き
な
共
同
体
へ
の
志
向
は
見
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ら
れ
ず
、
地
元
関
係
者
の
共
同
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
。
『
恩
賜
林
組
合
史
』
は
、
演
習
場
問
題
に
擶
＝
か
村
が
歩

調
を
合
わ
せ
て
対
処
す
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
の
た
め
に
幕
府
の
裁
許
を
起
源
と
す
る
旧
＝
か
村
の
共
同
体
を
原
点
と
し
、
富
士
吉
田

市
・
山
中
湖
村
・
忍
野
村
の
関
係
者
を
そ
こ
へ
回
帰
さ
せ
よ
う
と
意
図
す
る
。

　
『
忍
野
村
誌
』
で
は
、
旧
説
と
現
在
の
忍
野
村
、
保
護
組
合
に
関
係
す
る
旧
＝
か
村
の
問
に
さ
ら
に
複
雑
な
関
係
が
見
ら
れ
る
。
忍
草
区

の
財
産
に
関
す
る
記
述
箇
所
で
は
、
忍
野
村
の
も
う
～
つ
の
旧
村
で
あ
る
内
野
区
と
も
、
忍
草
を
除
い
た
吉
田
恩
組
に
関
係
す
る
旧
一
〇
か
村

と
も
一
体
化
を
拒
む
、
「
忍
草
入
会
住
民
」
が
実
質
的
な
「
記
憶
の
共
同
体
」
と
な
っ
て
い
た
。

　
県
有
林
の
開
発
、
演
習
場
問
題
と
、
地
域
の
事
情
は
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
が
、
念
場
ヶ
原
・
北
富
士
の
両
地
域
で
は
、
積
極
的
な
理
由
を
も
っ

て
救
済
・
抵
抗
そ
れ
ぞ
れ
の
タ
イ
プ
の
叙
述
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
記
憶
の
共
同
体
」
が
設
定
さ
れ
て
い
た
。
次
に
県
内
の
残
り
の
地
域
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
て
み
る
と
、
『
鳴
沢
村
誌
隠
は
村
民
全
体
を
「
記
憶
の
共
同
体
」
と
す
る
例
で
あ
る
。

　
　
足
和
田
山
の
す
そ
が
南
へ
ひ
と
際
、
張
り
出
し
た
境
野
。
鳴
沢
村
は
そ
こ
で
、
西
の
鳴
沢
と
東
の
大
田
和
の
二
大
集
落
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
こ
を
八
代
郡

　
　
と
都
留
郡
の
境
と
す
る
説
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
、
鳴
沢
に
は
八
代
郡
、
大
田
和
に
は
都
留
郡
の
影
響
が
濃
く
、
方
言
も
微
妙
に
異
な
る
。
し
か
し
、
両
集
落

　
　
の
間
に
、
表
立
っ
た
政
治
的
な
対
立
も
な
く
、
陰
湿
な
意
識
の
そ
れ
も
感
じ
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
外
か
ら
の
刺
激
に
対
し
、
両
集
落
は
～
丸
と
な
っ
て

　
　
す
ば
や
く
反
応
す
る
。
広
大
な
富
士
の
林
野
へ
の
入
会
と
い
う
共
通
の
利
害
が
、
暮
ら
し
の
上
で
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ

　
　
う
し
て
守
っ
て
き
た
入
会
林
野
が
国
に
没
収
さ
れ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
こ
の
、
全
村
画
積
の
六
八
％
を
占
め
る
恩
賜
林
こ
そ
、
数
百
年
の
入
会

　
　
慣
行
を
続
け
て
き
た
金
村
民
の
共
有
財
産
だ
っ
た
。

　
二
つ
の
旧
幕
に
「
民
情
の
齪
齢
」
が
あ
り
、
財
産
の
共
有
に
抵
抗
感
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
忍
野
村
と
は
対
照
的
に
、
鳴
沢
村
で
は
方
雷
が

異
な
る
な
ど
違
い
を
も
っ
た
二
つ
の
集
落
が
、
財
産
を
共
有
し
て
い
る
た
め
に
団
結
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
恩
賜
林
は
数
百
年
の
歴
史
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

つ
「
全
村
民
の
共
有
財
産
」
で
あ
る
と
し
、
村
の
紐
帯
と
し
て
記
述
す
る
。
な
お
鳴
沢
村
は
一
八
九
九
年
に
大
嵐
村
を
分
離
独
立
さ
せ
た
あ
と
、

現
在
ま
で
村
域
に
変
化
は
な
い
。
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鳴
沢
村
の
よ
う
な
例
は
他
の
市
町
村
史
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
恩
賜
林
記
述
の
主
語
に
地
名
を
冠
す
る
の
も
、
「
忍
草
入
会
住
民
」
の
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
に
は
「
芦
川
村
域
の
人
々
」
や
「
勝
山
村
の
人
々
」
だ
け
で
あ
る
。
救
済
タ
イ
プ
・
抵
抗
タ
イ
プ
と
も
に
、
多
く
は
下
賜
前
史
に
は
あ
と
を

顧
み
な
い
林
野
利
用
に
よ
っ
て
山
林
荒
廃
を
招
い
た
り
、
入
会
林
野
の
払
下
を
求
め
た
り
し
た
主
体
と
し
て
「
地
元
住
民
」
や
「
農
民
」
、

「
人
々
」
、
「
山
村
民
」
、
「
入
会
民
」
な
ど
を
、
水
害
・
下
賜
に
際
し
て
は
「
県
民
」
を
主
語
と
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
第
二
章
で
引
用
し
た
救

済
タ
イ
プ
の
『
新
装
明
野
村
誌
』
は
、
水
害
で
疲
弊
し
て
い
た
「
県
民
」
を
哀
れ
む
明
治
天
皇
の
特
別
の
思
し
召
し
に
、
「
県
民
」
は
等
し
く

感
謝
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
者
が
回
帰
す
べ
き
対
象
は
、
水
害
経
験
と
そ
れ
を
機
に
得
ら
れ
た
豊
か
な
森
林
を
共
有
す
る
「
県
民
共

同
体
」
で
あ
る
。
抵
抗
タ
イ
プ
の
『
石
和
町
誌
』
は
、
あ
と
が
き
に
「
こ
の
語
誌
を
通
し
町
民
一
人
ひ
と
り
が
こ
の
町
と
と
も
に
生
き
る
喜
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

を
胸
に
抱
き
、
石
和
町
発
展
の
た
め
に
積
極
的
に
参
加
し
よ
う
と
い
う
心
根
を
育
て
よ
う
と
願
っ
て
」
町
誌
の
編
纂
が
企
画
さ
れ
た
と
述
べ
、

町
民
を
共
同
体
成
員
に
組
み
込
む
意
図
が
う
か
が
え
る
。
だ
が
恩
賜
林
に
つ
い
て
は
、
「
元
来
入
会
林
野
は
先
祖
代
々
、
県
民
が
受
け
継
ぎ
、

育
て
て
き
た
も
の
だ
。
そ
れ
を
明
治
政
府
の
都
合
で
官
有
林
に
編
入
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
旧
入
会
林
野
が
恩
賜
林
と
し
て
下
賜
さ
れ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

う
よ
り
、
再
び
県
民
の
手
に
戻
っ
て
き
た
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
る
と
思
う
。
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
想
起
さ
れ
る
「
記
憶
の
共
同

体
」
は
、
市
町
村
住
民
で
は
な
く
実
質
的
に
は
「
県
民
共
同
体
」
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
は
、
恩
賜
林
が
「
県
有
財
産
」
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
や
、
県
の
公
式
見
解
が
「
県
畏
共
同
体
」
を
志
向
す
る
救
済
タ
イ
プ
で
あ
り
、

教
育
の
場
や
謝
恩
紫
電
で
そ
れ
に
接
す
る
機
会
が
多
い
こ
と
な
ど
が
理
由
と
し
て
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
入
会
集
落
で
あ
る
旧
村
と
恩
賜
林

保
護
区
域
、
市
町
村
と
の
領
域
関
係
が
複
雑
で
あ
る
た
め
、
「
市
町
村
民
」
を
主
語
に
恩
賜
林
を
記
述
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
こ
と
も
挙
げ
ら

れ
よ
う
。
鳴
沢
村
は
、
村
と
旧
来
の
共
同
体
と
が
ス
ム
ー
ズ
に
接
続
し
て
い
る
た
め
に
、
「
全
村
罠
」
が
「
記
憶
の
共
同
体
」
に
な
り
得
た
例

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
新
旧
の
領
域
の
齪
酷
が
す
べ
て
「
県
民
」
へ
の
拡
大
に
つ
な
が
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
市
町
村
領
域
よ
り
も
小
さ
な
「
記
憶
の

共
同
体
」
を
想
起
さ
せ
る
、
『
忍
野
村
誌
』
の
例
が
示
す
と
お
り
で
あ
る
。
財
産
区
制
度
は
、
市
町
村
よ
り
下
位
の
大
字
、
部
落
に
独
立
の
法
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⑳

入
漁
を
認
め
な
い
建
前
で
あ
っ
た
地
方
行
政
に
と
っ
て
鬼
子
的
存
在
と
し
て
設
け
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
。

の
存
在
は
市
町
村
の
内
部
に
残
る
境
界
線
を
顕
在
化
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

①
一
九
四
九
年
に
門
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
管
理
条
例
」
と
改
称
。

②
魍
山
梨
県
史
民
俗
編
臨
、
山
梨
県
、
二
〇
〇
三
年
、
」
七
七
頁
。

③
一
章
注
⑥
、
六
一
頁
。

④
こ
れ
ら
三
つ
の
町
で
は
、
…
九
九
〇
年
の
デ
ー
タ
で
は
林
野
面
積
が
○
。
山
梨

　
県
「
山
梨
県
統
計
デ
ー
タ
バ
ン
ク
」
、
窯
ε
日
＼
＼
≦
毛
奉
箕
①
h
＜
山
尾
p
暴
の
げ
ご
℃
＼

　
件
。
鼻
蝕
＼
U
ゆ
＼
国
U
閃
＼
∪
》
↓
〉
＼
国
U
鳴
＞
O
ω
O
O
P
×
『
（
二
〇
〇
七
年
十
月
十
八
日

　
確
認
）

⑤
一
章
注
⑤
参
照
。

⑥
ほ
か
に
、
長
野
県
富
士
見
村
が
二
離
体
に
関
係
し
て
い
る
。

⑦
市
町
村
ご
と
の
関
係
保
護
団
体
数
は
、
～
章
注
⑥
、
五
四
～
六
〇
頁
よ
り
集
計

　
し
た
二
〇
〇
～
年
段
階
の
も
の
。

⑧
一
章
注
⑥
、
五
八
頁
。

⑨
『
高
根
町
誌
下
巻
暁
、
命
根
町
、
一
九
八
九
年
、
一
四
三
～
一
四
四
頁
。

⑩
一
章
注
⑥
、
｝
三
二
頁
。

⑪
岡
念
場
ヶ
原
山
恩
賜
林
保
護
財
産
区
沿
革
誌
睡
、
念
場
ヶ
原
山
恩
賜
林
保
護
財

　
産
区
沿
革
誌
編
集
委
員
会
、
念
場
ヶ
原
山
恩
賜
林
保
護
財
産
区
、
一
九
八
八
年
。

⑫
前
掲
注
⑪
、
＝
元
頁
。

⑬
前
掲
注
⑪
、
＝
三
～
＝
二
二
頁
。

⑭
『
新
し
き
森
の
創
造
二
〇
〇
五
年
冨
士
北
麓
か
ら
審
士
吉
田
市
外
二
ヶ
村

　
恩
細
物
県
有
財
産
保
護
組
A
口
要
酷
見
臨
、
官
幽
士
士
口
田
市
外
ニ
ケ
村
山
心
黒
変
膚
H
財
産
保
｝
護

　
組
合
、
二
〇
〇
五
年
。

⑮
北
富
士
演
習
場
は
、
各
種
の
部
隊
訓
練
及
び
小
銃
、
機
関
銃
等
の
実
弾
射
撃
訓

　
練
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
使
用
条
件
は
国
と
地
元
と
の
間
で
締
結
さ
れ
、
五
年
ご

　
と
に
更
新
さ
れ
る
使
薦
協
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
九
七
年
度
か
ら
は

そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
部
落
有
財
産

　
米
軍
第
～
二
海
兵
隊
に
よ
る
沖
縄
県
道
一
〇
四
号
線
越
え
実
弾
射
繋
訓
練
の
分
散
・

　
実
施
訓
練
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
な
お
演
習
場
内
国
有
地
に
つ
い
て
は
、
期
間
を

　
定
め
て
地
元
関
係
者
の
立
ち
入
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
山
梨
県
「
北
富
士
演
習

　
場
の
概
要
」
、
洋
6
又
＼
≦
ぞ
謹
■
讐
Φ
｛
．
誘
白
露
P
霧
ぼ
甘
藷
①
詳
ヨ
ぐ
匡
雷
｛
ε
く
①
I
O
O
ω
．

　
窯
巳
（
二
〇
〇
七
年
十
月
十
八
日
確
認
）
。
吉
二
恩
組
と
瞬
＝
か
村
入
会
組
合

　
は
、
毎
年
四
月
に
演
習
場
内
国
有
入
会
地
へ
の
火
入
れ
を
行
な
っ
て
い
る
。
窟
士
吉

　
田
市
外
二
ヶ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
門
お
ん
し
り
ん
の
活
動
」
、
暮
℃
…
＼
＼

　
≦
≦
く
b
目
ω
寓
江
p
貯
ε
匹
o
F
鐸
巳
（
二
〇
〇
七
年
十
月
十
八
日
確
認
）
。

⑯
四
山
梨
県
史
通
史
編
六
近
現
代
二
㎞
、
山
梨
県
、
二
〇
〇
六
年
、
六
二
～

　
～
⊥
ハ
ニ
ニ
百
以
。

⑰
～
九
五
七
年
度
か
ら
～
九
八
七
年
度
ま
で
の
基
地
交
付
金
の
交
付
額
は
、
富
士

　
吉
田
市
七
億
二
、
六
〇
九
万
二
、
O
O
O
円
、
山
中
湖
村
一
一
六
五
二
万
七
、
○
○

　
○
円
、
忍
野
村
五
六
七
万
三
、
○
○
○
円
で
あ
る
。
（
『
山
梨
百
科
事
典
〈
増
補
改

　
訂
版
〉
隔
、
山
梨
臼
日
新
聞
社
、
一
九
八
九
年
、
二
七
一
頁
。
）

⑱
山
梨
郷
土
研
究
会
『
山
梨
郷
土
史
研
究
入
門
輪
、
山
梨
日
日
新
聞
社
、
一
九
九

　
二
年
、
一
七
七
頁
。

⑲
『
恩
賜
林
組
合
史
下
巻
臨
、
恩
賜
林
組
合
編
、
冨
士
吉
田
市
外
二
ヶ
村
恩
賜

　
県
有
財
産
保
護
組
合
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
～
＝
一
頁
。
な
お
、
「
恩
賜
林
組

　
合
」
は
吉
田
盗
品
に
同
じ
。

⑳
二
章
注
⑭
、
八
四
四
頁
。

＠＠＠＠
二
章
注
⑭
、

前
掲
注
⑭

前
掲
注
⑯
、

前
掲
注
⑯
、

七
七
二
頁
。

六
一
九
頁
。

六
一
一
一
頁
。

一
章
注
⑥
四
四
〇
～
四
四
二
頁
な
ど
。
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⑮
　
　
『
鳴
沢
村
誌
　
第
一
巻
臨
、
山
梨
日
日
新
聞
社
、
鳴
沢
村
、

　
七
九
～
五
八
～
頁
。

⑳
　
｝
九
五
五
年
に
西
浜
村
と
合
体
し
て
足
和
田
村
と
な
っ
た
。

⑳
　
　
『
芦
川
村
誌
瞼
（
甑
㎜
）
、
闘
勝
山
村
史
隔
（
甑
朧
）
。

一
九
八
八
年
、
五

⑱
　
　
噛
石
和
町
誌
　
第
二
巻
川
、
石
和
町
誌
編
さ
ん
委
員
会
、
石
和
町
、
一
九
九
一

　
年
、
一
一
七
六
頁
。

⑲
　
二
章
注
⑥
。

⑳
　
渡
辺
洋
三
『
入
会
と
財
産
区
㎏
、
勤
草
書
房
、
　
一
九
七
四
年
、
　
＝
二
～
一
四
頁
。

ローカル・ヒストリーと共同体（南都）

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
も
つ
共
同
体
構
築
志
向
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
自
治
体
史
に
叙
述
さ
れ
る
「
先

入
」
の
歴
史
が
、
現
在
の
自
治
体
住
民
の
共
同
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
山
梨
県
内
市
町
村
史
に
お
け
る
恩

賜
林
記
述
を
事
例
に
考
察
を
行
な
っ
た
。

　
念
場
ヶ
原
・
北
富
士
の
二
つ
の
恩
賜
林
保
護
地
域
に
つ
い
て
、
保
護
団
体
や
そ
れ
に
関
係
す
る
旧
村
、
市
町
村
、
県
と
の
関
係
と
合
わ
せ
て

市
町
村
史
を
見
て
い
く
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
事
情
を
反
映
し
た
積
極
的
な
理
由
を
も
っ
て
共
同
体
の
設
定
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ロ
ー
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
が
共
同
体
を
構
築
す
る
際
の
背
景
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。

　
ま
た
、
全
県
の
市
町
村
史
に
つ
い
て
本
文
中
で
示
さ
れ
る
歴
史
の
主
体
を
み
る
と
、
実
質
的
な
「
記
憶
の
共
同
体
」
が
市
町
村
の
領
域
よ
り

も
小
さ
い
『
忍
野
村
誌
』
、
市
町
村
の
領
域
と
一
致
す
る
『
鳴
沢
村
誌
』
、
全
県
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
『
高
根
町
誌
』
の
よ
う
な
三
類
型
に
分
け

ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
治
体
史
を
「
記
憶
の
共
同
体
」
が
立
ち
上
げ
ら
れ
る
記
憶
の
場
で
あ
る
と
す
る
議
論
に
対
し
、
自
治
体
側

が
立
ち
上
げ
を
意
図
す
る
「
記
憶
の
共
同
体
」
と
、
歴
史
叙
述
の
内
実
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
そ
れ
と
が
必
ず
し
も
～
致
し
な
い
と
い
う
例
を

示
せ
た
。
多
く
の
市
町
村
史
が
序
文
で
帰
属
意
識
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
、
「
先
人
の
努
力
の
う
え
に
立
つ
今
日
の
わ
た
し
た
ち
」
と
は
、
そ

の
市
町
村
の
住
罠
と
一
致
す
る
場
合
ば
か
り
で
は
な
く
、
暗
に
市
町
村
民
か
ら
縮
小
ま
た
は
拡
大
さ
れ
た
共
同
体
に
つ
な
が
っ
て
い
る
場
合
が

あ
る
。
山
梨
県
の
恩
賜
林
の
事
例
に
つ
い
て
言
え
ば
、
救
済
タ
イ
プ
・
抵
抗
タ
イ
プ
と
も
に
県
民
共
同
体
に
拡
大
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ス
ケ
ー
ル
の
操
作
な
し
に
は
、
旧
来
か
ら
の
財
産
に
関
す
る
歴
史
叙
述
か
ら
市
町
村
の
統
一
意
識
を
導
く
こ
と
が
困
難
で
あ
る
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こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
で
は
現
在
の
市
町
村
に
と
っ
て
そ
の
統
～
意
識
を
導
く
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
主
題
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
、

探
索
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
地
域
の
性
質
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
山
梨
県
は
内
部
に
地
縁
の
強
い
地
域
が
比
較
的
多
く
残
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

例
え
ば
人
口
の
流
出
入
が
激
し
く
「
父
祖
伝
来
の
地
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
わ
き
に
く
い
地
域
や
、
移
住
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
地
域
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

る
い
は
異
な
る
社
会
集
団
ど
う
し
の
境
界
線
上
に
あ
る
地
域
な
ど
に
つ
い
て
も
個
別
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
恩
賜
林
を
旧
来
か
ら
の
共
同
体
に
関
わ
る
主
題
と
し
て
想
定
し
た
が
、
森
林
と
人
々
の
関
わ
り
方
の
性
質
が
変
化
し
て
き
て
い
る
こ

と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
忍
草
入
会
住
民
」
に
と
っ
て
の
恩
賜
林
へ
の
関
わ
り
方
は
古
典
的
入
会
利
用
だ
が
、
「
県
民
共
同
体
」
に

と
っ
て
は
、
豊
か
な
森
林
環
境
に
よ
り
水
害
の
な
い
安
定
し
た
生
活
を
営
む
な
ど
、
間
接
的
に
利
益
を
受
け
る
こ
と
や
、
林
野
を
レ
ク
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
富
士
北
麓
の
入
会
地
を
核
と
し
て
、
入
会
関
係
者
を
幕
府
裁
許
以
来
の
旧
一
一
か
村
共
同

体
へ
回
帰
す
る
よ
う
説
く
吉
田
恩
組
も
、
林
業
基
本
法
の
抜
本
的
改
正
で
、
森
林
の
経
済
的
価
値
だ
け
で
な
く
多
面
的
機
能
の
発
揮
が
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
状
に
対
応
し
、
「
一
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
育
ん
で
き
た
世
界
に
冠
た
る
富
士
山
の
森
を
山
菜
採
取
や
材
木
づ
く
り

だ
け
に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
現
代
社
会
に
生
き
る
人
々
の
た
め
に
活
か
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
富
士
山
で
の
新
し
い
二
一
世
紀
型
入
会
の
か
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
模
索
し
実
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
変
化
と
、
領
域
、
共
同
体
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
も

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
①
山
梨
嬢
で
も
、
明
治
末
の
水
害
か
ら
御
料
地
下
賜
ま
で
、
す
べ
て
の
人
々
が
県
　
　
　
　
城
源
三
郎
「
両
属
の
理
論
の
提
唱
」
、
地
方
史
研
究
、
三
六
巻
四
悪
、
一
九
八
六

　
　
内
で
運
命
を
共
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
明
治
四
十
年
の
水
害
を
期
に
、
疲
弊
し
　
　
　
　
　
年
、
二
四
～
二
七
頁
。

　
　
た
農
山
村
か
ら
北
海
道
へ
の
集
団
移
住
し
た
人
々
も
い
た
。
　
　
　
　
　

③
三
章
注
⑭
、
九
頁
。

　
②
大
平
晃
久
門
対
立
す
る
記
憶
と
場
所
－
小
港
町
・
香
川
県
汐
木
を
め
ぐ
る
歴

　
　
史
意
識
」
、
歴
史
地
理
学
、
四
六
巻
五
号
、
一
～
○
〇
四
年
、
二
五
～
三
九
買
。
赤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
・
院
生
）
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equal　rank．　Yagawadera　resisted　and　initiated　a　lawsuit．

the　hierarcltical　order　of　the　temples　was　formed．

In　the　ensuing　struggle

Local　Hiseory　and　Community：　How　Onshirin　（lmperially　Granted

Forests）　are　Described　in　Local　History　Books　in　Yamanashi　Prefecture

by

NANTo　Naoko

This　study　deals　with　local　history　books　published　by　local　govemments　in

Japan．　They　portray　the　history　of　peop｝e　who　lived　in　the　local　aiAea　from　the　dis－

tant　past　to　present．　Bellah　has　called　those　who　share　the　same　understanding　of

the　past　a“cornmunity　of　memory．”Fuj五considers血ese　local　history　books　as　a

medium　by　which　such　“conmiunities　of　memory”　are　created．　However，　we　have

to　keep　in　rnind　that　today’s　local　government　entities　and　their　geographica｝　ex－

panses　are　not　super－historical　oRes，　but　were　fu’st　established　in　the　Meiji　era

and　then　reconstituted　on　several　occasions．　Therefore，　a　single　local　governrnent

entity　may　include　several　historical　units　which　may　have　had　different　ex－

periences　of　the　past．　This　problem　is　similar　to　that　in　the　nar　ration　of　national

histories．

The　author’s　aim　is　to　reconsider　those　local　history　books　aRd　“community　of

memory”　by　focusing　on　the　grammatical　subject　used　in　written　histories．　Mayors

often　contribute　prefaces　to　local　history　books　that　read　something　M〈e　this：　“We

citizens　owe　what　we　are　today　to　our　ancestors’　effort．　We　must　remember　them

and　follow　in　their　footsteps　in　order　to　achieve　further　development　of　our　city．”

The　subject　here　is　wareware　shimin，　“we　citizens，”　who　are　linl〈ed　to　the　in－

numerable　people　who　had　tived　in　same　area　in　the　past．　Abiko　points　out　that

modern　Japanese　local　government　entities　have　faced　several　crises，　such　as　the

foundation　of　local　government　system　and　the　setting　of　new　administrative

boundarles｛n　the　early　Meiji　era，　and　the　consotidation　of　vヨlage　sh血es　or　com－

mon　properties　at　the　end　of　Meiji　era．　We　can　use　these　facts　as　the　subject　mat－

ter　to　exarnine　whether　ioca｝　history　bool〈s　reaYy　guarantee　the　unity　of　people　to－

day　and　bind　them　in　a　“community　of　memory．”　The　author　investigated　69　local

history　books　produced　by　local　governments　in　Yamanashi　prefecture　which　were

published　from　the　1950’s　to　2006，　focusing　on　how　changes　in　the　ownership　of
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Iocal　common　land　are　described．

In　1889，　almost　all　the　local　common　forest　land　（iriai　ama）　in　Yamanashi　pre－

fecture　were　incorporated　into　imperial　forest　lands．　The　prefecture　suffered　two

terrlble　floods　atthe　end　of　Meiji　Era，　which　resulted　in　the　preseRtation　of　inipe一・

rial　forests　to　the　prefecture　in　1911　as　onshirt’n　（imperially　granted　forest）．　As　a

result，　the　forests　now　belong　to　the　prefecture，　but　responsibmaty　for　local　man－

agement　and　daily　protection　has　been　left　to　local　feHowships．　Because　these

groups　are　organized　on　the　basis　of　old　customs　concemed　with　common　land　us－

age，　the　fellowships　do　not　necessarily　correspond　with　today’s　local－govermient

boundaries．　Thus　we　must　consider　these　units　as　well　as　local　government　en－

tities．

　　The　following　are　the　results　of　this　yesearch．

　　In　several　local　history　books，　these　facts　are　described　in　contrasting　ways．

Some　state　appreciation　for　the　emperor’s　compassion，　whereas　other　blame　the

Imperial　Property　Oihce’s　（Goryokyoku）　neglect　of　proper　management　of　the

forests　for　causing　terrible　fiood　damage．　The　feliowship　of　the　Nembagaharayama

district　in　Tal〈ane　Town　is　an　example　of　the　former，　and　that　of　the　Kitafuji　area，

where　the　feRowship　has　a　relationship　with　three　local　govemments，　FuYyoshida

City，　Yamanakako　VMage，　Oshino　Village，　is　an　example　of　the　latter．

　　Takane　Town’s　history，　published　in　1989，　uses　“the　people　of　Yamanashi　Pre－

fecture，”“血e　people　of　Takane　Town”and“10cal　fe且owship”as　grammatical　sub－

jects　without　aRy　indication　of　discord，　and　the　subject　“our　ancestors”　truly　refers

to　the　ancestors　common　to　the　three　groups．　This　yefiects　the　cooperative　re－

lationship　between　the　prefecture　and　town　and　fellowship　in　Nembagahara　district

at　the　time　concerning　the　development　of　the　onshirin　as　a　tourist　spot．

　　In　the　Kitafuji　area，　the　fellowship’s　management　of　the　1and　was　partly　taken

over　by　the　Japanese　imy　in　1936，　and　this　area　is　now　managed　by　the　Seif－

Defense　Forces．　This　created　complex　relationships　in　the　area．　Oshino　Village’s

history，　published　in　1989，　uses　“the　people　of　the　Shibokusa　district”　as　the

望a㎜atical　su切ect　to　stress　the圃1erent軸t，血dependent　of　not　o証y　the　pre－

fecture，　but　also　of　another　former　village　that　now　constitutes　part　of　present－day

Oshino　VWage，　and　ten　other　former　villages　lir｝1〈ed　to　the　fellowship　（inc｝udmg

seven　former　villages　now　a　part　of　Fujiyoshida　City，　and　three　former　vruages

now沁corporated　into　Yamanakako　V皿age）．

　　From　the　description　of　onshirin，　we　discover　three　dfierent　types　of　relation－

s雌ps　between　loca臨tory　and“the　co㎜鵬of　memory．”In　the鉦st　type，

“the　community　of　memory”　corresponds　to　the　local　government’s　territory．　This

is　what　Fujli　had　presumed，　but　is　not　seen　anywhere，　except　in　the　case　of　Naru一
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sawa　V皿age．　In　the　second　type，　the　actual“community　of　memory”is　narrower

than　the　geographic　jurisdiction，　as　in　the　case　of　Oshino　Village．　ln　the　third　type，

the　actual　“community　of　memory”　is　larger　than　the　territory，　as　in　the　case　of

Takane　Town．　This　type　was　the　most　common　of　those　in　the　prefecture．
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